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１、女性の活躍と子育て支援の拡充 

1、女性の社会参画の推進 

①女性職員の管理職への登用率向上を図ること。 

（回答）人事課 

 女性職員の管理職への登用については、特定事業主行動計画「女性活躍推進プラ

ン」において目標値を定めております。登用率の向上に向けて、イクボス宣言、キャリ

アデザインや女性活躍の意識を醸成するための研修等の取組を実施しております。 

 今後も、女性職員の管理職への登用率向上に向けて、計画的に取り組んでまいりま

す。 

②男性職員の育児休暇の取得促進と部局別の見える化の推進を図ること。 

（回答）人事課 

 男性職員の育児休業取得率については、特定事業主行動計画「子育ておもいやり

プラン」及び「女性活躍推進プラン」において目標値を定めております。目標値の達成

に向けて、イクボス宣言や研修を通じた子育て支援制度の周知、機会を捉えた啓発物

の配付等の取組を実施しております。 

 また、さいたま市ホームページでは、「子育ておもいやりプラン実施状況報告」及び

「女性活躍推進プラン実施状況報告」、「女性の職業生活における活躍に関する情報」

の公表を掲載しており、この中で男性の育児休業等取得率の実績値を公表しておりま

す。 

 さらに、「女性の職業生活における活躍に関する情報」の公表については、平成３０

年度より、任命権者別の男性の育児休業等取得率の実績値を掲載しております。 

 今後も、男性職員の育児休業取得率向上に向けて計画的に取り組んでまいります。 

2、産前産後の支援の拡充 

①「妊娠出産包括支援センター」で母子健康手帳を受け取るように啓発をすること。

出産までにセンターで保健師等との面談がしたくなるインセンティブを設けること。 

（回答）地域保健支援課 

 妊娠・出産包括支援センターでの母子健康手帳の交付については、医療機関にチ

ラシやポスターを配布する等して普及啓発に努めています。引き続き、市民が安心し

て妊娠・出産を迎えることができるよう、様々な情報提供や相談対応を行っていきます。 

 ・母子保健健診事業（妊娠・出産包括支援センター事業） ４７，８１３千円 
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②LINE＠などの SNS を活用した妊娠・出産に関する相談が気軽にできる体制を構築

すること。 

（回答）地域保健支援課、子育て支援政策課 

 ＬＩＮＥ等ＳＮＳによる相談については、相談者の背景等情報量が不足し適切なアド

バイスができない懸念があります。また、２４時間相談体制確保のためには、対応する

人員の確保などの課題があります。 

 しかしながら、妊産婦が抱える妊娠・出産や子育てに関する悩み等について相談し

やすい環境を整備することは重要と考えており、当面は、１０区に設置いたしました妊

娠・出産包括支援センターにおいて対面や電話できめ細やかな対応を行い、妊産婦

の不安を解消する体制を強化してまいります。 

③現行の産後ケア事業の周知徹底とともに、宿泊型やデイケア型など産後ケアの導

入を検討すること。 

（回答）地域保健支援課 

 産後ケア事業のうち、平成２９年度から開始した訪問型のケアの周知については、妊

娠届出や産婦・新生児訪問時にちらしを配布する等により周知を図っております。宿

泊型やデイケア型の産後ケアの導入については、市民のニーズを把握するとともに、

関係機関の意見も伺いながら産後ケア事業の在り方について検討してまいります。 

 ・母子保健健診事業（産後ケア事業） １，４４５千円 

④既存の生活ヘルパー派遣事業を妊産婦への生活支援として明確に位置付けるな

どして、妊産婦の孤立防止と生活支援策の強化を図ること。 

（回答）子育て支援政策課 

 妊産婦の孤立防止と生活支援策の強化については、子育てヘルパー派遣事業の

更なる周知を図り、引き続き、事業を運用してまいります。 

 ・子育て支援推進事業（子育てヘルパー派遣事業） ２，２５９千円 

3、保育所の待機児童ゼロ対策の推進 

①保育士や看護師の必要数配置のための支援策を拡充強化すること。特に、保育士

宿舎借り上げ事業において、現行の一園あたり保育士３名までという上限を撤廃し、

必要数を助成することができるように改善すること。 

（回答）保育課 
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 保育士の必要数配置のための支援策については、市独自の雇用対策費補助金、職

員処遇改善費補助金による職員給与の上乗せ補助を引き続き実施いたします。 

 また、看護師の配置については、本市の単独要望や九都県市首脳会議などで国に

要望しており、今後も、様々な機会を通じて、国へ要望してまいります。 

 保育士宿舎借り上げ事業については、本市ではできるだけ多くの保育施設に制度を

利用していただくため、原則１園あたり保育士３名までとしておりますが、より利用しや

すい制度となるよう更なる検討をしてまいります。 

 ・特定教育・保育施設等運営事業 ２７，０８１，７６８千円の内数 

②保育に係る周辺業務をおこなう用務員配置の支援をおこなうこと。 

（回答）保育課 

 保育に係る周辺業務を行う用務員等の配置の支援については、保育士の負担を軽

減し、就業継続を図るため新たに補助制度を創設し、支援してまいります。 

 ・特定教育・保育施設等運営事業（保育体制強化事業） １１３，４００千円 

③国が定める人員配置基準や面積基準の緩和に対応できる施設に対しては、それ

が導入できるようにすること。特に、保育士配置の弾力化措置については、これを導

入すること。 

（回答）のびのび安心子育て課 

 面積基準の緩和や保育士配置の弾力化措置については、安全安心な保育環境の

確保に大きく関わることから、他都市の状況や保育関係団体の意見を踏まえ、慎重に

検討してまいります。 

④家庭的保育事業（保育ママ）の導入を図ること。 

（回答）のびのび安心子育て課 

 家庭的保育事業（保育ママ）の導入については、保育を必要とする方の多様なニー

ズに対応できる受け皿確保の１つとして、平成３１年度中に事業を開始できるよう、準

備を進めてまいります。 

 ・特定教育・保育施設等整備事業（のびのび安心子育て課） ５，０００千円 

⑤公有地および公共施設を積極的に活用した、保育所やこども園の整備推進を図る

こと。その公募の際には、第 3 者による審査会を設置するなどして、選定基準が明確

かつ合理的となるようにおこなうこと。 
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（回答）のびのび安心子育て課 

 公有地及び公共施設を活用した認可保育所等の整備については、平成３１年度中

に整備の可能性について課題や諸条件等を整理し、検討してまいります。 

 また、事業者の選定に際しては、第三者による審査会の設置も含め、公平性、公正

性の確保に努めてまいります。 

⑥私立保育園における障がい児保育加配の人員配置を公立保育園同様、1対1とす

ること。その際、保育士以外の専門的人材を充当することができるようにすること。 

（回答）保育課 

 私立保育園における障害児保育については、重度障害児の受入を促進するため、

１対１の保育士の加配に対する補助制度を拡充いたします。 

 また、保育士以外の専門的人材の充当も研究してまいります。 

 ・特定教育・保育施設等運営事業（障害児保育事業） １８４，０３２千円 

4、放課後児童クラブの待機児童解消 

①空き教室など学校施設の活用をできるだけ進めながら、待機児童解消の受け皿の

拡大を図ること。 

（回答）青少年育成課 

 余裕教室の積極的活用を含む学校用地内への整備及び公共施設の活用について

は、平成３０年度も、学校の教室を改修した放課後児童クラブ整備を実施いたしました。

今後も、関係部局で組織する検討委員会において、地域における放課後児童クラブ

の必要性を見極めながら、検討してまいります。 

 また、待機児童の解消のため、平成３１年度も、新設・分離による受入規模拡大２０ヵ

所の整備により、受入可能児童数を６９０人増員してまいります。 

 ・放課後児童健全育成施設整備事業（学校施設を活用した放課後児童クラブ整備

事業） ２４，５８８千円 

 ・放課後児童健全育成事業（民設放課後児童クラブ運営委託事業） ２，０６１，８８４

千円 

②民設の放課後児童クラブ開設や移設の際、適切な物件入手のために、市として早

期に物件が見つかるような支援をおこなうこと。 

さらに、開設や移設の際に、周辺住民への理解を得るための支援として、放課後

児童クラブ開設の必要性を訴えるパンフレット等を市で作成・配布するなど、その支
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援策を導入すること。 

（回答）青少年育成課 

 民設放課後児童クラブが開設や移設をする際の支援については、物件の貸主など

に事業説明を行うとともに、家賃補助などの経費面での支援や空き家、空き店舗の情

報提供などを、引き続き実施してまいります。 

 また、パンフレット等の作成を含め、運営者の施設確保に対する更なる支援に努め

てまいります。 

 ・放課後児童健全育成事業（民設放課後児童クラブ整備促進事業） ４１，４６８千円 

２、教育環境の整備と子どもへの支援 

5、いじめ・不登校対策の推進 

①スクールカウンセラー、さわやか相談員の増員、配置拡充を図るとともにスクール

ソーシャルワーカーの更なる拡充を図ること。 

（回答）総合教育相談室 

 平成３０年度は、スクールソーシャルワーカーを１１名増員し、スクールカウンセラー１

１５名、スクールソーシャルワーカー３１名、さわやか相談員５７名の体制としております。 

 平成３１年度においても、引き続き支援体制を充実してまいります。 

 ・教育相談推進事業 ５７１，９７０千円 

②電話以外のライン等のＳＮＳによる子ども相談窓口を継続して本格実施をおこない、

いじめなどの防止のための相談体制を強化すること。 

（回答）総合教育相談室 

 平成３０年度は市立中・高等学校に在籍する生徒を対象に、８月２２日から９月３０日

の期間、試行的に実施いたしました。 

 ＬＩＮＥを活用した「ＳＮＳ相談」は、本市の教育相談体制の更なる充実のために重要

であることから、平成３１年度においても実施をしてまいります。また、通年実施につい

ては、試行実施の結果や国の動向を踏まえ、教育相談体制全体を検証しながら、検

討してまいります。 

 ・教育相談推進事業（ＳＮＳを活用した相談窓口事業） １１，７４０千円 

6、特別支援教育の充実 

①タブレットなどを活用した児童生徒、個々の特性に応じた教育環境を整備すること。 
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（回答）特別支援教育室 

 各学校の教育用端末である児童生徒用タブレット型コンピュータについては、研修

会において、特別支援教育の視点での活用方法や指導方法について、情報提供し

てまいります。 

 ・特別支援教育推進事業 １１３，２４５千円の内数 

（回答）教育研究所  

 平成３０年度に市立小・中・高等学校、各１校ずつ計３校に１２０台のタブレット型コン

ピュータ、市立特別支援学校１校に視線入力装置一体型コンピュータ２台の整備を行

い、個々の特性に応じた教育環境の整備を行っています。 

 引き続き、このような教育環境の整備により、児童生徒の個々の特性に応じた教育

環境の整備を行ってまいります。 

 ・教育情報ネットワーク推進事業（教育の情報化推進事業）（一部） ７７，３０２千円 

②特別支援学級担当教員の専門性の向上を図るとともに、専門教育を受けた教員の

積極的採用を更に進めること。 

（回答）教育研究所 

 特別支援学級担当職員の専門性の向上については、初任者研修を始めとする全て

の年次研修において、特別支援学校や特別支援学級、通級指導教室の担当教員を

対象に、専門研修を実施しております。初任者研修での特別支援学校２校での研修、

５年経験者研修での就労施設や療育施設での研修など、より専門性を高められるよう、

研修内容等を工夫しております。今後も、更なる充実に努めてまいります。 

 その他、学校のニーズを受け、具体的な指導や支援の方法を学ぶことができるような

研修会を実施する等、今後も教員の専門性を確保することができる研修会の充実に

努めてまいります。 

 ・教育研究所管理運営事業（教職員研修事業）（一部） ２５千円 

（回答）教職員人事課 

 専門教育を受けた教員の積極的採用については、教員採用選考試験において、特

別支援学校教諭普通免許状を有している方や特別支援教育担当者としての経験が

直近５年間で２年以上ある方を対象とした「特別支援教育担当教員」の志願区分を新

設し、実施しております。 

 今後も引き続き、特別支援教育にかかわる専門的な知識や意欲のある教員の採用

を進めてまいります。 
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③発達障がいの早期発見と個に応じた支援の充実を図ること。 

（回答）特別支援教育室 

 研修会において、ユニバーサルデザインのある授業づくりや、特別な教育的支援を

必要とする児童生徒への気付きや支援方法について周知を図り、児童生徒の早期発

見や支援等の充実を図ってまいります。また、発達障害・情緒障害通級指導教室の活

用について情報提供を行い、必要な児童生徒が利用できるよう推進してまいります。 

 ・特別支援教育推進事業 １１３，２４５千円の内数 

（回答）教育研究所 

 特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対して、ＩＣＴ活用し、指導の効果を高め

るため、平成２７年度から特別支援学級を併設する小・中学校に特別支援学級専用の

コンピュータを１台追加整備しており、平成３０年度は２２校に整備いたします。引き続

き、整備に努めてまいります。 

 ・教育情報ネットワーク推進事業（一部） ５４３，３３２千円 

④中学校通級指導の拡充と高校通級指導の検討を始めること。 

（回答）特別支援教育室 

 中学校の発達障害・情緒障害通級指導教室については、さいたま市総合振興計画

後期基本計画後期実施計画及びしあわせ倍増プラン２０１７に基づき、平成３１年度は、

１校１教室の開設の準備を進めてまいります。 

 ・特別支援教育推進事業 １１３，２４５千円の内数 

（回答）高校教育課 

 市立各高等学校の通級指導については、必要に応じて、関係課と連携するなど、適

切に対応してまいります。 

7、医療的ケアを必要としている児童への支援 

①医療的ケア児がいる学校への看護師の配置をすること及び保育園に医療的ケア

ができる看護師の配置をすること。 

（回答）保育課 

 保育園に医療的ケア児を受け入れるためには、新たに専任の看護師を配置する必

要があると認識しております。 

 医療的ケア児に対する専任の看護師の配置については、国の制度的な支援の動向
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に注視つつ、先進市の実施事例や対応等も参考にしながら検討してまいります。 

（回答）特別支援教育室 

 現在、特別支援学校には、医療的ケアを実施するために看護師を配置しております。

今後、小・中学校については、国の補助事業の活用を踏まえながら、看護師の配置に

ついて検討してまいります。 

 ・特別支援教育推進事業 １１３，２４５千円の内数 

②特別支援学校のスクールバスへの看護師の同行を推進すること。 

（回答）特別支援教育室 

 スクールバスの中で看護師が医療的ケアを実施することについては、スクールバス

が一時的に停車する場所の確保等の課題がございます。このため、まずは、学校内の

医療的ケアの充実を最優先に取り組んでまいります。 

 ・特別支援教育推進事業 １１３，２４５千円の内数 

8、主権者教育の充実 

①指導者の政治的中立確保の為、教員研修の充実を図ること。 

（回答）指導１課、高校教育課 

 主権者教育を推進する上で、教育上、政治的教養が尊重される一方、指導上、政治

的中立性を確保することは重要な要素となっております。 

 そのため、指導者に対しては、政治的中立性の重要性について、文部科学省からの

通知をもとに、小・中・高等・特別支援学校の社会科教員を対象とした研修会を引き続

き行ってまいります。 

 また、高等学校では、有権者となる高校生も在籍することから、各学校へ政治的中立

性の確保に関する通知を発出するとともに、国が作成した指導資料「私たちが拓く日

本の未来」を活用しながら、全教職員を対象に研修を引き続き行ってまいります。 

②模擬選挙や模擬投票、出前講座など小学生から発達段階に応じた主権者教育の

充実を図ること。 

（回答）指導１課 

 小・中学校において、模擬投票などの体験的な学習や、出前講座など他機関との積

極的な連携を図った学習を推進してまいります。 
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（回答）高校教育課 

 平成２８年度に市立高等学校４校で実施した模擬選挙の成果を踏まえ、学習活動に

おける生徒の主体的・体験的な活動の位置付けや授業の在り方等を研究してまいりま

す。さらに、これまでの政治的教養を身に付ける取組に加えて、法教育や消費者教育

など内容を拡充し、生徒が主体的に学べるよう、主権者教育の充実を図ってまいりま

す。 

（回答）選挙課 

 選挙管理委員会では、若い世代が積極的に政治や選挙について考えるきっかけと

なる選挙出前講座を、対象を小・中学校から高校・大学まで拡大し、引き続き実施して

まいります。 

 また、学校等で独自に模擬投票を実施できる模擬投票マニュアルの活用を促進して

まいります。 

 さらに、高校生に対し選挙に関する情報を提供するなど教育委員会とも連携し、将

来の有権者に向けた効果的な選挙啓発を行ってまいります。 

 ・常時啓発事業（一部） ５２千円 

9、教員の負担軽減 

①部活動指導員の拡充をおこなうこと。 

（回答）指導１課、高校教育課 

 平成３０年度は、学校職員として単独で技術指導及び引率が可能な部活動指導員

を市立中学校・高等学校のモデル校に配置いたしました。今後も部活動に係る教員

の業務の適正化に努めてまいります。 

 ・学校教育推進事業（部活動指導員配置事業） ２６，７８７千円 

 ・高等学校管理運営事業（高校教育課）（一部）（部活動指導員配置事業） ３，２７９

千円 

②教職員の負担軽減に向けて、スクールアシスタントの拡充や事務作業を補助する

「スクールサポートスタッフ」の配置を図ること。 

（回答）教職員人事課 

 全ての市立小・中・特別支援学校にスクールアシタントを配置し、児童生徒の個性や

能力に応じたきめ細かな学習活動の支援を行ってまいります。 

 また、教員の負担軽減を進めるため、学校の実態や規模を考慮しながら、教員の事

務作業等を補助するスクール・サポート・スタッフを配置してまいります。 
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 ・スクールアシスタント配置事業 ５０２，７５０千円 

 ・小学校管理運営事業（教職員人事課）（一部） ８，４４７千円 

③学校内の問題処理に当たり、必要とされる法律的な知識・助言が早期に得られる

よう、「スクールロイヤー制度」を創設すること。 

（回答）指導２課 

 文部科学省の動向を注視するとともに、スクールロイヤーの活用方法等、本市にふさ

わしいスクールロイヤー制度の導入に向けた検討を行ってまいります。 

10、学校教育環境の整備 

①段差の解消や階段昇降機、エレベーター、みんなのトイレの設置など障がい者に

配慮し、学校のバリアフリー化の推進に努めること。 

（回答）学校施設課 

 「学校施設リフレッシュ基本計画」に基づき、改築等を実施する際に学校のバリアフリ

ー化を推進してまいります。 

②防災グッズとして防災ヘルメットの配備を検討すること。 

（回答）健康教育課 

 防災用ヘルメットは、頭部を守るうえで大変有効であると認識しておりますので、平成

３０年度に導入した学校の様子も参考にしながら、保管方法等について情報共有を図

り、引き続き、その有効性について、校長会等を通じて呼びかけてまいります。 

 なお、特別支援学校在籍の児童生徒及び小・中学校在籍の肢体不自由児童生徒

には、引き続き、防災ヘルメットを配備してまいります。 

 ・健康教育指導事業（学校安全推進事業）（一部） ２５千円 

③学校トイレの洋式化については、学校施設リフレッシュ計画よりも前倒しして、洋式

化トイレ１００％にスピードを上げて取り組むこと。 

（回答）学校施設課 

 学校トイレの洋式化については、大規模改修工事並びに修繕により、学校トイレの洋

式化を推進してまいります。また、臭い対策についても取り組んでまいります。 

 ・学校トイレ洋式化推進事業 １，３３０，３３８千円 
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④学校施設環境改善交付金を活用するなどして、市立小中高等学校の体育館に冷

房設備を設置すること。 

（回答）学校施設課 

 学校施設へのエアコンの設置については、児童生徒の充実した学習環境の整備、

熱中症予防等の観点から必要であると考えており、また、災害時に避難所機能として

も有益であると認識しております。一方、財政負担も大きくなることから、国庫負担等の

国の支援が欠かせないと考えております。このことから、平成３０年度の国の補正予算

に対して、中学校の特別教室や小中学校の体育館等のエアコン設置について要望し、

中学校の特別教室等については採択されたところです。今後も機会をとらえながら引

き続き国への要望を行い、体育館等へのエアコン設置についても検討を行ってまいり

ます。 

⑤過大規模校解消を進めるとともに、過大規模校にあっては、特別教室の充実や

ICT 機材等の拡充、運動場の面積確保など教育環境の改善に努めること。 

（回答）教育政策室、学校施設課 

 過大規模校の解消については、２０２０年度に策定を予定している過大規模校等教

育環境整備計画の中で、解消に向け取り組むこととしております。 

 また、過大規模校の環境整備については、「教育環境整備検討会議」において、解

決に向けた対策を研究、調査し、その解消を図ってまいります。校地についても、状況

に応じて整備を検討するなど、教育環境の改善に努めてまいります。 

⑥書籍や絵本などのデジタル化を更に進めること。 

（回答）資料サービス課 

 平成２８年３月から導入した電子書籍について、書籍や絵本のデジタル資料を引き

続き収集し充実を図るとともに、デジタル化が可能な著作権許諾が得られる所蔵地域

資料の調査を進め、デジタル化に向けて取り組んでまいります。 

 ・図書館資料整備事業（電子書籍の購入及び地域資料のデジタル化の整備） ４，４

６４千円 

⑦子ども読書運動の推進のため図書購入費の確保を図ること。 

（回答）資料サービス課 

 子ども読書活動の推進のために、小・中学校における児童生徒の読書環境を整備し、
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読書に親しみを持つ子どもを増やしていくため、学級文庫用図書を購入し、提供して

まいります。 

 ・図書館資料整備事業（子ども読書活動推進事業） ５，０３６千円 

⑧学校飼育動物を通じた教育の充実の為、小学校全校での取り組みを進めるととも

に動物飼育や治療の為の予算の拡充を図ること。 

（回答）指導１課 

 学校飼育動物を通じた教育については、既に全ての市立小学校で実施しており、ウ

サギ、モルモット、ニワトリを飼育している市立小学校においては、年１回、巡回診察治

療を実施し、埼玉県獣医師会さいたま支部の獣医師による飼育動物の健康状態の診

察や飼育環境についての点検、指導、助言及び簡単な治療を行っております。 

 その他、飼育動物の診察・治療が必要となった場合も、引き続き埼玉県獣医師会さ

いたま支部と連携し、実施してまいります。 

 ・学校教育推進事業（一部） １，９３８千円 

⑨通学路における防犯カメラ設置の支援策を検討すること。 

（回答）市民生活安全課、商業振興課、学事課 

 防犯カメラ設置に対する支援については、地域における犯罪の防止などのために自

治会や商店会が設置する防犯カメラに対して経費の一部の助成を実施しており、引き

続き支援を続けてまいります。 

 また、通学路においては別途防犯カメラの設置について、関係機関との協議を行い、

設置基準やデータの活用等の課題について整理し、検討を進めてまいりたいと考えて

おります。 

 ・防犯対策事業（一部） ６，０００千円 

 ・商店街環境整備補助事業（一部） １１，３５４千円 

⑩年々増加する外国籍児童生徒の学習支援として、常勤の日本語指導員の拡充を

図ること。 

（回答）教職員人事課、指導 1課 

 児童生徒の実態や学校のニーズに応じて、効果的な指導ができるよう、常勤の日本

語指導員の配置について検討してまいります。 

11、教育費の負担軽減を推進 
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①全ての就学前児童（0~5 歳児）を対象とした幼児教育の無償化および負担軽減を

推進すること。 

（回答）幼児政策課、保育課 

 幼児教育・保育の無償化については、昨年末に「幼児教育・高等教育無償化の制

度の具体化に向けた方針」が関係閣僚合意され、地方自治体に対しても制度の実施

に向けた具体的な内容が徐々に示されつつあるところです。 

 本市におきましても、国から提供された具体案を元に、無償化の対象となる方に対

する給付費等を平成３１年度当初予算に計上させていただきました。 

 今後につきましては、引き続き国の動向を注視しつつ、制度の施行に伴い遅滞なく

給付を行うことで、保育料等の負担軽減を推進してまいります。 

 ・認可外保育施設運営事業（一部） ４０９，６３８千円 

 ・幼稚園就園奨励事業 ２，７２８，３５６千円（一部） 

 ・私立幼稚園等預かり保育促進事業（一部） ５５５，４１８千円 

②子育て支援と少子化対策の施策として給食費の無償化を推進すること。 

（回答）健康教育課 

 学校給食法及び同法施行令の規定により、食材の購入費は保護者の方に負担して

いただいております。その他給食の実施にかかる経費については、本市が負担してお

ります。今後も、より良い給食の提供を行うとともに、国の動向を注視してまいります。 

12、総合療育センターひまわり学園の体制および施設の拡充 

①相談から診療、検査などが速やかに実施されるよう、医師や専門職員を増員し、体

制の充実を図ること。 

（回答）総合療育センターひまわり学園総務課・医務課・育成課・療育センターさくら草  

 総合療育センターひまわり学園の体制の充実については、平成３０年４月から作業

療法士２名及び言語聴覚士１名を増員いたしました。また、診察室の増設及び非常勤

医師による診察回数の確保を図りました。平成３１年度には、新たな非常勤医師の確

保により早期診断・早期療育につなげてまいります。また、新たに療育センターさくら

草の児童発達支援センターで未就園児のグループ指導を開始し、療育体制の充実を

図ります。 

 今後も、障害児及びその保護者が相談から診療、検査などを速やかに受けられるよ

う努めてまいります。 

 ・診療検査事業（一部） ５，７４３千円 
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 ・療育センター児童発達支援センター運営事業（一部） ７，４２６千円 

②施設の再整備の検討を進めること。 

（回答）総合療育センターひまわり学園総務課 

 現在、総合療育センターひまわり学園では、相談から初診までの待ち期間が長期化

するなどの課題が生じております。 

 今後については、地域の児童福祉施設との連携の強化を図るとともに、ひまわり学

園で予定されている大規模改修時に合わせて、現施設の再整備の検討を進めてまい

ります。 

 ・障害児総合療育施設維持管理事業 ２，８４１千円 

13、児童虐待防止の対策強化 

①専門性を持った職員を増員するとともに、医師、弁護士などの専門職の活用を進

め、児童相談所の体制強化を引き続き図ること。 

（回答）児童相談所 

 児童相談所では近年、児童福祉司、児童心理司を大幅に増員するとともに、児童精

神科医師、警察官、保健師の配置を行ってまいりました。また、平成２８年度には組織

を改正し、担当制から係制への変更及び虐待等を担当する係を３係から４係へ増やし、

児童への虐待に迅速に対応できるようにいたしました。さらに、平成３０年度より弁護士

と顧問契約を結び、いつでも法的な相談等ができるようにしました。今後の人員につい

ては、虐待相談及び各種相談件数の動向ならびに国の配置基準を踏まえて検討して

まいります。 

 ・児童虐待防止対策事業 ３９，７２１千円 

②里親制度、ファミリーホームの普及啓発を行うと共に、里親へのメンタルサポートな

どの相談支援体制を充実すること。 

（回答）児童相談所 

 里親制度の普及啓発については、引き続き、市報や市ホームページへの掲載のほ

か、啓発イベントとして、里親公開講座、里親応援の集い及び全国一斉里親制度啓

発「Ｏｎｅ Ｌｏｖｅキャンペーン」の開催等を行ってまいります。 

 ファミリーホームの普及啓発については、里親制度の普及啓発と同様に行えるよう、

関係機関と連携し調整してまいります。 

 また、里親に対してのサポートについては、引き続き、職員及び里親委託推進員に
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より、委託直後から定期的に訪問を実施するとともに、里親支援機関の里親支援専門

相談員による訪問も行ってまいります。 

 加えて、里親サロンの開催に当たっては、各テーマごとに児童精神科医・保健師等

の専門家に出席していただくことで、内容の充実化を図っております。これらの施策に

より、今後も、里親への支援の充実に努めてまいります。 

 ・里親支援機関事業 ６，６４５千円 

③さいたま市として掌握できる住民票登録のある全ての子どもに対して、見守りネット

ワーク（保育園、幼稚園、小中学校、各区支援課、保健センター、児童相談所等の公

的機関が連携）を構築し、定期的な見守りを実施し、児童虐待の早期発見への連携

体制を構築すること。 

（回答）子育て支援政策課 

 児童虐待の早期発見への連携体制の構築については、要保護児童の早期発見や

適切な保護を図るために、関係機関が情報共有、支援内容の協議等を行う「さいたま

市要保護児童対策地域協議会」を設置しております。 

 引き続き、協議会において、各ケースの進行管理を行うとともに、関係機関の連携を

強化することにより、児童虐待の早期発見に努めてまいります。 

 ・児童虐待防止対策事業（要保護児童対策地域協議会事業） ８０５千円 

④転入転出に伴う他自治体との連携および警察との連携を強化し、情報共有による

引き継ぎを確実に実施すること。 

（回答）児童相談所 

 児童相談所では転入の連絡が届きますと、緊急に所内会議を開催し、支援方針を

定め、適切な対応に努めております。必要に応じ、転出元の児童相談所に同行訪問

をお願いし、確実に引き継がれるよう細心の注意を払っております。転出にあたっては、

必要に応じ、転出先の児童相談所にケースカンファレンス開催をお願いし、引き継ぎ

しております。 

 警察連携については、平成２４年度より現役警察官を出向職員として迎え、警察との

情報共有、面接同席、家庭訪問同行など様々な業務を行っていただいております。ま

た、年一回警察と合同で臨検・捜索訓練を行い、現場で連携強化及び対応能力向上

を図っております。平成２９年６月には、協定を締結し、その連携体制をより強固なもの

としました。 

 引続き、連携強化及び確実な引継ぎに努めてまいります。 
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14、子どもの貧困対策の推進 

①学校をプラットホームとした適切な支援計画を策定すること。 

（回答）子育て支援政策課 

 子どもの貧困対策推進計画については、平成２９年８月に実施した実態調査を踏ま

え、平成３０年３月、「さいたま子ども・青少年のびのび希望（ゆめ）プラン」に新たな章

として盛り込んだところです。 

 学校をプラットフォームとした総合的な貧困対策については、国の「子供の貧困対策

に関する大綱」の基本方針に定められており、関係部局とともに地域と連携して推進し

てまいります。 

②子ども食堂・コミュニティ食堂などで学習への興味・関心を高める活動ができるよう

支援策を講じること。 

（回答）子育て支援政策課 

 子ども食堂・コミュニティ食堂などで学習への興味・関心を高めるための活動支援に

ついては、子どもの居場所づくり事業（多世代交流会食）の実施団体等からの要望や

相談の内容等を踏まえ、対応を検討してまいります。 

 ・子育て支援推進事業（子どもの居場所づくり事業（多世代交流会食）） ２，８８０千 

 円 

③学習支援事業に対し、通信教育などを活用すること。さらに小学生も対象に加える

こと。 

（回答）生活福祉課 

 通信教育の活用や小学生への拡大につきましては、導入コストや早期支援の観点

から有効と考えられるため引き続き実施方法について検討してまいります。 

 ・生活困窮者自立支援事業（生活困窮者学習支援事業） ７６，５７１千円 

④児童養護施設の退所者に対し、進学や就職、生活等の支援制度を創設すること。 

（回答）子育て支援政策課、児童相談所 

 児童養護施設などの退所者への就学援助については、国の制度である大学進学等

自立支援生活費を措置費として、施設を通じて支弁しているところです。他にも国や

県の制度等を利用することで、１８歳年齢到達による施設退所後の進学に必要な支援

は一定程度確保できるものと考えておりますが、不足額については、退所者を一律に
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支援するため、国に対して新たな支援制度を創設するよう要望しているところです。 

 今後も、児童養護施設等出身者を含め、全ての児童がその生まれ育った環境によっ

て不利な状況にならないよう、できることから支援に取り組んでいくとともに、国・県の動

向を注視しつつ他自治体の状況・事例を調査することで、本市として必要な支援の在

り方について研究してまいります。 

 ・児童福祉施設入所措置等事業（措置費） １，６５８，７７８千円の内数 

 ・児童福祉施設入所措置等事業（社会的養護自立支援事業） ３，０２４千円 

３、シニアが安心して住み続けられる地域 

15、セカンドライフ支援事業の創設 

①「第二の人生」を地域社会で活躍するための就業希望高齢者には、就労支援や創

業支援などをおこない、地域貢献や余暇活動充実を求める高齢者に対しては情報提

供をおこなうこと。これらの就労支援や活動支援のための（仮称）「セカンドライフ支援

センター」を創設すること。 

（回答）高齢福祉課 

 （仮称）セカンドライフ支援センターの創設については、庁内及び関係機関の有する、

就労、創業、ボランティア、地域活動、趣味のサークル活動等、多方面にわたる高齢

者の社会参加に関する情報を集約して発信するものとして、平成３１年度中に開設の

予定です。 

 また、セミナー開催等を通じて、アクティブシニアの社会参加を促進してまいります。 

 ・生きがい推進事業（セカンドライフ支援事業） １５，５９４千円 

②高齢化社会に求められている分野での事業化や、公共発注における優先調達等

によるシルバー人材センターの職域拡大をより一層図ること。 

（回答）高齢福祉課 

 シルバー人材センターの職域拡大に向けて、シルバー人材センターとの連携のもと、

女性会員を増強し、家事援助サービスの拡大や育児支援にも取り組んでまいります。

また、就業開拓員の増員により、「一般労働者派遣事業」に更に力を入れ、業務の拡

大に取り組んでまいります。 

 さらに、公共発注の拡大に向け、庁内や外郭団体等への広報活動を引き続き実施

してまいります。 

 ・シルバー人材センター事業 ３３３，８４４千円の内数 

16、地域包括ケアシステムの推進ならびに介護事業者への運営支援の拡充 
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①さいたま市独自の地域包括ケアシステムのグランドビジョンを外部有識者もしくは

研究機関と連携して策定・推進すること。 

（回答）いきいき長寿推進課 

 グランドデザインの構築にあたっては、個別課題を解消していくことは当然として、

「個別課題から地域課題」、「地域課題から資源開発・政策形成」へ結びつける仕組み

を構築していくことが重要であると認識しております。 

 そのため、まず高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備と

を同時に進めていく地域包括ケアシステムの実現に向けた手法の一つとして地域ケア

会議の充実に努めてまいります。 

 また、グランドデザインの構築にあたっては、まずは地域ごとに違う高齢者の状況の

把握が必要であると認識しておりますことから、研究機関と連携し、状況の把握に努め

てまいります。 

 ・包括的支援事業（一部） ２３，９７５千円 

 ・一般介護予防事業（一部） １０，０００千円 

②地域包括支援センター（シニアサポートセンター）の人員体制の強化及び同センタ

ーの設置数を地域の自治会や社協等の組織割に応じて拡大すること。 

（回答）いきいき長寿推進課 

 地域包括支援センターの人員体制については、平成２７年４月に施行された「さいた

ま市地域包括支援センターの職員に係る基準及び職員の員数等に関する条例」に基

づき、日常生活圏域の高齢者人口に応じて適切に人員を配置してまいります。 

 地域包括支援センターの設置数の拡大については、既存センターの人員や、これま

で地域と築き上げた関係性を見直すこととなることから、各圏域の高齢者人口の推移

や各地域支援会議での議論を踏まえ、適切に対応してまいります。 

③地域支援事業の担い手の拡充をより一層図ること。現在おこなっている「地域の担

い手養成研修」をたとえば「家事支援」など目的を明確化して担い手養成に直結させ

ること。さらに、シルバー人材センターとの連携により、同センターの人材が地域の担

い手となる仕組みを構築すること。 

（回答）いきいき長寿推進課 

 地域支援事業の担い手の拡充については、地域支え合い推進員（高齢者生活支援

コーディネーター）が中心となり、地域の支え合いの気運の醸成を踏まえ、検討してま

いります。 
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 地域の担い手養成研修については、修了後の具体的な活動状況等を周知し、受講

希望者が目標を設定しやすくなるよう努めてまいります。 

 また、多様な生活支援サービス提供主体の一つとして、シルバー人材センターとの

連携を図ってまいります。 

④在宅医療・介護体制を推進するため、医療・介護を含めた多職種連携を地域包括

支援センターなどの地域ごとに構築すること。 

（回答）いきいき長寿推進課 

 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮ら

しを続けることができるよう、市内医師会や地域包括支援センターなど地域の医療・介

護の関係機関との連携体制の構築に努めてまいります。 

 ・在宅医療・介護連携推進事業 ３９，７５５千円 

⑤介護認定の迅速化を図ること。 

（回答）介護保険課 

 認定結果の処理期間短縮については、認定調査票の確認作業等に時間を要して

いることから、認定調査員に対して調査時の誤りやすい点に関して重点的に研修を行

うほか、認定調査業務の一部を認定調査に特化した職員体制をもつ事務受託法人へ

委託することなどにより、業務の効率化、迅速化に努めてまいります。 

 また、認定審査会については各関係団体と調整し、認定審査事務の抜本的な見直

しについての協議の場として、「さいたま市介護認定審査会運営見直し検討会」を設

置し、医師会など関係機関から認定審査会の開催回数、１回あたりの審査件数を増や

すなどご協力をいただいているところです。 

⑥介護事業関係書類の簡素化および事業者の書類作成における庁内解釈が所管に

よって差異が生じないように統一を図ること。 

（回答）介護保険課 

 平成３０年１０月１日付けで介護保険法施行規則が改正され、届出書類の簡素化及

び新様式が示されました。国からの通知に基づく適切な運用を行い事業者の負担軽

減に努めて参ります。併せて、マニュアル等の作成により職員間での差異が生じない

ようにします。 

17、高齢者の生活支援策の拡充 
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①次世代見守りシステムとして、現在実施している人感センサーによる見守りをさら

に拡大すること。また、人感センサー以外のＩＣＴを活用した見守りシステムの導入を

検討すること。 

（回答）高齢福祉課 

 効果的な緊急通報システムの在り方については、指定都市、近隣市及び特色のある

システムを導入している市町村の状況について、引き続き調査を実施いたしました。 

 こうした先進事例等を参考にしながら、引き続き、一人暮らし高齢者等の見守りの充

実を図るため、既存の緊急通報システムと各種センサーとの組み合わせなどについて

研究を進めてまいります。 

 ・ひとり暮らし高齢者等あんしんコールセンター相談事業 ９６，２４２千円 

 ・障害者支援事業（緊急通報システム設置事業） １，１８９千円 

②単身世帯高齢者が入院や施設入所などの際に保証機能や支援などをおこなう支

援策を創設すること。 

（回答）福祉総務課 

 身寄りのない単身高齢者の入院、施設入所等に係る保証等については、市社会福

祉協議会において、契約能力がある高齢者と契約し、低額又は無料で入院や施設入

所時の保証機能を担う事業を実施しております。 

18、認知症対策の推進 

①認知症患者への総合的な支援を明確化する「（仮称）認知症対策基本条例」の制

定を検討すること。 

（回答）いきいき長寿推進課 

 条例の検討については、市はもとより、事業者や市民の役割や責務についての規定

も視野に入れる必要があり、まずは認知症に関する周知を図り、正しい理解を深める

取組を推進していくことが必要と考えております。 

 このため、認知症サポーターの拡充など、認知症に関する普及啓発に努め、認知症

の方とその家族にやさしい地域づくりの気運の醸成に努めてまいります。 

②認知症キャラバンメイトおよび認知症サポーターの拡充や認知症カフェの設置推進

を図ること。 

（回答）いきいき長寿推進課 



21 

 キャラバン・メイト及び認知症サポーターの養成については、継続的に実施すること

に加え、認知症サポーターの活用や更なる知識の向上を目的とした認知症サポータ

ーステップアップ講座を実施してまいります。 

 認知症カフェについては、引き続き全地域包括支援センターでの実施を継続してま

いります。 

 ・認知症高齢者等総合支援事業（一部） ２，６５０千円 

 ・包括的支援事業（一部） １，６２０千円 

③認知症初期支援チームを増設して支援体制を強化すること。 

（回答）いきいき長寿推進課 

 認知症初期集中支援チームについては、平成２８年１０月から５つの医療機関にチ

ーム拠点を置き、市内全区で活動を開始いたしました。平成３０年度には、支援体制

を強化するため、一部チーム拠点の変更と活動エリアの見直しを行いました。 

 今後は、効果的な支援を継続的に実施していくために、チーム間の情報共有や意

見交換を通じて各チームの活動の質・量の平準化を図ってまいります。 

 ・包括的支援事業（一部） ５４，７５０千円 

④認知症のセルフチェックと受診先の医療機関などの情報を提供する認知症アプリ

を導入すること。 

（回答）いきいき長寿推進課 

 認知症のセルフチェックを主眼とする認知症アプリの導入については、御本人や御

家族がセルフチェックの判定結果から自己判断をしてしまう危険性も指摘されているこ

とから、まずは、さいたま市４医師会と共同で作成した本市の認知症チェックリストにつ

いて、認知症ガイドブックやホームページでの普及を図ってまいります。 

⑤認知症など成年後見制度を必要とする人の利用促進と権利擁護および後見人の

不正防止のための地域連携ネットワーク作りを進めること。 

（回答）障害支援課、高齢福祉課 

 平成２９年３月に閣議決定された成年後見制度利用促進基本計画に則り、制度の利

用促進に係る中核機関の設置と、地域連携ネットワークづくりに関する検討を始めて

おります。 

 市社会福祉協議会の高齢・障害者権利擁護センターが中核機関の役割を担ってい

くことが想定されることから、市社会福祉協議会やその他関係機関と連携して、対応し
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てまいります。 

 ・地域生活支援事業（高齢・障害者権利擁護センター運営事業） １８，８４１千円 

４、障がい者の自立と生活を支援 

19、障がい者の「住まい」を支援 

①グループホームの整備促進を図ること。 

（回答）障害政策課 

 障害者施設の整備については、これまで民間活力の活用により整備しておりますが、

引き続き、整備費補助金を交付し、整備促進を図ってまいります。 

 ・障害者施設整備事業（グループホーム整備促進事業） １２０，０９０千円 

②障がい者等の住宅要配慮者が民間賃貸住宅等に円滑に入居できるよう入居相談

から転居までの支援体制の機能強化を図ること。 

（回答）障害支援課 

 障害のある方への入居支援については、各区の障害者生活支援センターにおいて、

不動産会社への物件斡旋依頼や不動産会社への同行、入居契約手続の支援など、

居住に関する各種相談支援を行っており、引き続き、各関係機関と連携して障害のあ

る方への入居支援を行ってまいります。 

 ・地域生活支援事業（障害者生活支援センター運営事業） ２８８，０７９千円 

（回答）住宅政策課 

 民間賃貸住宅への入居支援については、平成３０年度より住宅確保要配慮者専用

賃貸住宅に係る家賃債務保証料の補助を実施しております。 

 また、埼玉県住まい安心支援ネットワーク及び関係部局と連携を図り、引き続き、住

宅確保要配慮者の円滑な入居に努めてまいります。 

 ・住宅政策推進事業（住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業） １，５００千円 

③各区に設置されている障害者生活支援センターへの支援を拡充し、担い手育成に

取り組むこと。 

（回答）障害支援課 

 障害者生活支援センターの担い手育成については、市と障害者生活支援センター

の連絡会議であるコーディネーター連絡会議を通じて、支援技術に関する研修や事

例検討を行い、地域の実情に応じた支援の取組等を研究しております。引き続き担い
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手育成に向けて努力を重ねてまいりたいと考えております。 

 ・地域生活支援事業（障害者生活支援センター運営事業） ２８８，０７９千円 

④障がい者の「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能を備えた地域生活支援

拠点等を整備し、障がい者の生活を地域全体で支えるサービス体制を構築すること。 

（回答）障害支援課 

 地域生活支援拠点については、平成２９年度から自立支援協議会等を通じて検討

を開始しております。 

 平成３０年度は、市内入所施設・相談支援事業所を対象にした事業説明会において、

地域生活支援拠点等に関する意見交換会を実施いたしました。引き続き、関係機関と

連携して、地域生活支援拠点のあり方について検討して参ります。 

20、障がい者の「働く」を支援 

①障害者総合支援センターのジョブコーチの増員や職業訓練の充実など、総合的な

障がい者の就労環境の整備を図ること。特に、ジョブコーチの全区役所配置を早期に

実施すること。 

（回答）障害者総合支援センター 

 ジョブコーチについては、平成２７年４月から１名増員し、７名体制といたしました。 

 職業訓練については、障害者を雇用している企業等や雇用を検討している企業等と

の関係を強化し、職場実習の充実を図っております。 

 ジョブコーチ全区役所配置については、障害者総合支援センターに配置することで

障害のある方の支援に限らず、企業等の支援を行う上でも情報の連携を図ることが効

率的かつ効果的であることからセンターに集中して配置し実施しております。 

 今後も就職から就職後の定着支援の充実を図るため、就労環境の整備に努めてま

いります。 

 ・障害者総合支援センター障害者支援事業 ４０，６１６千円 

②さいたまステップアップオフィス事業を全区役所に拡充すること。さらに、さいたま市

の公共施設を活用して、障がい者の職場実習および就労の場を拡充すること。 

（回答）人事課 

 「さいたまステップアップオフィス」は、民間企業等での就労をめざす知的障害や精

神障害のある方が、市役所内で就労経験を積むためのステップアップの場として、ま

た障害の有無に関わらず、共に働く場としての職場環境づくりと支援体制づくりを進め
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るため、平成２６年１２月に市役所本庁舎内に開設いたしました。 

 「さいたまステップアップオフィスの拡充」については、「総合振興計画後期基本計画

後期実施計画」の事業に位置付けて、開設時は定員３名のところ、平成３０年度には

定員を１４名と致しました。また、平成３１年度には教育委員会にも新たなオフィスを開

設する予定です。区役所への展開については、区役所出張業務の実績や各区役所

からのニーズも考慮し、引き続き検討してまいります。 

（回答）障害支援課 

 一般就労を目指す特別支援学校生徒を対象に、職場実習の場を提供しております。

近年においては福祉関係所管課やステップアップオフィスで受け入れておりましたが、

今後は、実習受け入れ場所の拡充について、引き続き検討してまいります。 

③公共調達に際して、障がい者雇用率の高い企業に優先契約がおこないやすくなる

よう基準を現行よりも緩和し、「ハート調達制度」がより広く実施できるように拡充する

こと。 

（回答）障害支援課、障害者総合支援センター 

 障害者就労施設等からの物品等の優先調達については、平成２９年度は平成２８年

度を大幅に上回る１７０件の実績をあげております。引き続き優先調達の推進につい

て、全庁を挙げて取り組んでまいります。 

 また、障害者雇用率の高い企業に対する公共調達の優遇措置としては、「障害者雇

用促進企業登録制度」を実施しておりますが、引き続き制度の周知と登録の推進に努

めてまいります。 

④市の「身体に障害のある人を対象とするさいたま市職員採用要綱」を改正し、障が

い者採用の対象を「身体に障害のある人」から、「障害のある人」全般に拡大すること。 

（回答）人事課 

 障害者の雇用は、障害者の自立と社会参加のために重要な柱であり、平成３０年４

月から法定雇用率が引き上げられましたことで、これまで以上に障害者雇用の促進が

求められております。 

 このような背景を踏まえまして、知的障害や精神障害のある方を対象として「さいたま

ステップアップオフィス」において非常勤職員を採用しており、平成３０年度も増員を行

ったところです。 

 知的障害や精神障害のある方の正規職員の採用については、勤務の継続性や障

害特性に応じた合理的配慮の在り方が課題であると認識しておりますことから、これま
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での「さいたまステップアップオフィス」での成果や他市の採用状況等を考慮しながら、

引き続き検討してまいりたいと考えております。 

21、発達障がいの早期発見・早期療育の推進 

発達障がいの早期発見のため、１歳児半検診の通知を発送する際、M-CHAT を同

封し、医療機関への受診につなげやすくすること。さらに、就学前健診時には、チェッ

クシートを配布すること。 

（回答）地域保健支援課、健康教育課 

 発達障がいの早期発見については、平成３１年度からＭ－ＣＨＡＴの質問項目を参

考にして見直しをした健診票を使用し、乳幼児健康診査を実施してまいります。 

 また、就学時健診の際には、障害全般に関連する確認項目のある就学時健康診断

調査票を事前に保護者へ配布しております。 

 引き続き関係機関と連携を図りながら発達障害の早期発見に努めてまいります。 

 ・母子保健健診事業 １，５５３，６０８千円の内数 

 ・児童生徒健康診断事業（一部） １６，２２４千円 

22、障がい児を持つ保護者への支援強化 

普通学級や特別支援学級に通う発達障がい児を持つ保護者や家族に対し、特別

支援学校におけるのと同等の支援が受けられるようにすること。 

（回答）特別支援教育室 

 障害のある児童生徒のニーズを把握して、一貫して的確な教育的支援を行うことを

目的とした「個別の教育支援計画」を特別支援学校の児童生徒だけでなく、特別支援

学級や通常の学級に在籍して通級指導教室に通う児童生徒にも作成しており、引き

続き障害のある児童生徒が適切な支援を受けることができるように努めてまいります。 

 ・特別支援教育推進事業 １１３，２４５千円の内数 

５、市民の健康づくりをサポート 

23、市民の健康づくりの推進 

①うんどう教室とシニア健康教室の適正配置（徒歩圏内）を図るとともに、ロコモ予

防・フレイル予防の要素を取り入れた実施を図ること。 

（回答）いきいき長寿推進課 

 すこやか遊具が設置してある公園等で開催する「すこやか運動教室」を引き続き実

施するとともに、自治会や老人クラブなどからの依頼に基づき、地域運動支援員を派
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遣するなど、地域のニーズに適切に対応してまいります。 

 また、一次予防事業として実施しておりましたシニア健康体操教室については、平成

２９年４月から開始した一般介護予防事業の中で、「ますます元気教室」として再編し、

公民館を会場としてロコモ予防・フレイル予防の要素を取り入れたプログラムを実施し

ております。また、地域の実情に応じてコミュニティセンター等の公共施設での開催を

進めるなど、利用者が参加しやすい環境整備を促進しております。 

 ・一般介護予防事業 １４８，５６６千円 

②シニア世代の介護予防に向け、楽しく健康づくりを推進できるよう、現行の「長寿応

援手帳」を全面的にリニューアルし、介護予防に関する情報等を含めた「（仮称）新長

寿応援手帳」を作成・配布すること。 

（回答）高齢福祉課 

長寿応援手帳については、現在、事業内容や注意事項を登録者に周知することを

主な目的として作成及び配付しております。 

平成３１年度の長寿応援手帳から、新たに、場所を問わずに気軽にできる体操や高

齢者の優待制度であるシルバー元気応援ショップ事業の協賛店の掲載等、介護予防

や健康寿命の延伸、外出機会の創出につながるような内容を掲載し、高齢者に配布

することを考えております。 

 ・生涯現役のまち推進事業（シルバーポイント（長寿応援ポイント）事業）５２，３９５千

円 

③健康マイレージを、より一層魅力的な制度に進化させて現役世代の参加者の増加

を図り、生活習慣病予防を推進すること。 

（回答）健康増進課 

 現役世代を含めた普及促進については、ＳＮＳ、チラシアプリ、各種イベント等での

周知や、市内事業所単位での参加の促進を図るとともに、魅力的な制度とするため、

インセンティブとして民間ポイントを導入してまいりました。 

 引き続き、参加者の声や事業の効果を積極的に発信していくとともに、民間企業の

協力を得ながら、現役世代の参加者の増加を図ってまいります。 

 ・健康マイレージ １４６，７４２千円 

24、スポーツ環境の整備 

①「スポーツ施設整備基金」の創設や「スポーツ施設整備グランドデザイン」の策定な

ど、市民のスポーツ環境整備に向けた取り組みを進めること。 



27 

（回答）スポーツ振興課 

 スポーツ施設の整備にあたりましては、まずは、既存のスポーツ施設を有効活用する

ことが重要と考えており、国が策定した「スポーツ施設のストック適正化ガイドライン」に

準じて、整備計画を策定してまいります。 

 なお、施設整備については、施設維持費等を考慮しながら計画的に予算を確保す

るべきであること、また多額の経費を要することも想定されるため、財源の確保も含め、

中長期的な観点からの検討を行うとともに、今後は、民間施設を借り受け活用していく

ことなども行いながら、スポーツ環境の整備に向けて取り組んでまいります。 

 ・スポーツ施設の整備計画策定事業 ９，３００千円 

②総合型地域スポーツクラブを、より多くの市民が利用しやすいスポーツクラブとなる

よう運営支援策を導入し、同クラブがより多くの地域に誕生できるよう後押しすること。 

（回答）スポーツ振興課 

 総合型地域スポーツクラブについては、リーフレットの制作・配布や SNS を活用した

クラブ紹介、市主催事業・イベントへの参加調整など、各クラブの認知度の向上を図る

ための支援を実施してまいります。また、多くのクラブにおいて会員数の減少傾向にあ

ることから、市内クラブの有志からなる勉強会を開催し、充実したクラブ活動の強化策

をクラブと協働で図ってまいります。 

 新規に総合型クラブを立ち上げる事例が生じた場合は、埼玉県体育協会等と連携し、

円滑なクラブ運営に移行できるよう支援してまいります。 

 ・総合型地域スポーツクラブ支援事業 ３７０千円 

③地域スポーツの振興とスポーツの観光資源としての発信をめざすために、「スポー

ツシューレ」を整備推進すること。 

（回答）スポーツ政策室 

 本市のスポーツシューレでは「学校」というシューレ本来の意味に着目し、まずはソフ

ト面に注目した「学び」の機会を提供する仕組みを構築します。具体的には、ハード面

については、市域内のスポーツ施設や宿泊・飲食・研修施設等のネットワーク化によっ

て、スポーツを「する」場、「学ぶ」場を確保し、また、ソフト面については、プロスポーツ

チームや、大学、民間企業と連携し、医療、心理、ＩＣＴ、統計など、様々な分野の技術

や最新の知見を活用した、新たなスポーツ産業の成長にもつながる取組みを進めてま

いります。 

 ・スポーツシューレ等施設整備事業 ６０，５２２千円 
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④臨時グラウンドの維持管理予算を確保し、使いやすい施設として市民に提供するこ

と。 

（回答）スポーツ振興課 

 臨時グラウンドについては、市民が安全で安心して利用できるよう、定期的な現地確

認等を行いながら維持管理に努め、市民のスポーツ・レクリエーション活動の場として

提供してまいります。 

 ・臨時グラウンド事業 １４，０７３千円 

25、がん対策の推進 

①がん検診の受診率向上に向けて、がん検診の重要性などを市民へ普及啓発する

とともに、小中学生向けリーフレットを活用するなどがん教育の推進に取り組むこと。 

（回答）地域保健支援課、健康増進課、健康教育課、指導１課 

 がん検診の普及・啓発については、これまで実施してきた「がん検診等のご案内」は

がきの個別通知、個別勧奨及び「健康診査のお知らせ」冊子の全戸配布、市報、ホー

ムページ等を活用した受診率向上のための啓発事業を継続して実施するとともに、平

成２６年度から実施している検診対象初年度者無料事業を推進し、積極的に受診勧

奨を実施してまいります。 

 がん教育の推進については、さいたま市がん対策推進協議会の場でがん教育につ

いての情報共有を行なっております。また、平成２９年度は埼玉県が実施している「若

いころからのがん教育出前講座」の視察を行い、学校への外部講師派遣事業につい

て,情報収集を行いました。引き続き情報収集を行いつつ、がん教育を推進してまいり

ます。 

 小中学生向けのリーフレットについては、関係団体が作成したがん教育パンフレット

を中学２年生を対象に配布するほか、文部科学省が示しているがん教育推進のため

の教材等について学校に情報提供しております。 

 ・健康づくり健診事業（がん検診事業） ３，８０８，７４６千円 

②子宮頸がん検診に HPV併用検診の導入を検討すること。 

（回答）地域保健支援課 

 子宮頸がん検診におけるＨＰＶ検査の導入については、厚生労働省が設置した「が

ん検診のあり方に関する検討会」が、平成２５年２月に取りまとめた中間報告書の中で、

「調査研究を実施して検証し、検診間隔を含む最適な実施方法を検討することが必要」
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と提言しております。この提言を受け、同省は平成２５年度から研究班を立ち上げ、そ

の有効性に関する研究事業を引き続き行っているところです。 

 そのため、本市といたしましては、国の動向を注視し、その検証結果等を踏まえて検

討してまいります。 

 ・健康づくり健診事業（がん検診事業）３，８０８，７４６千円 

③がんサバイバーに対して、アピアランス支援や生活支援、就労支援など、QOL 向

上に資する支援を検討すること。 

（回答）健康増進課 

 アピアランス支援については、がん対策推進協議会や、がんサバイバーからの意見

を踏まえ、現在、美容業に関する団体と協力し、医療用ウィッグの調整等ができる美容

室の情報をまとめた一覧を作成し、ホームページに掲載しております。 

 生活支援については、市民や医療関係者に向けて、がんに関するケアや支援など

についての講演会を引き続き開催してまいります。 

 就労支援については、がん患者の治療と就労の両立を図るため、『がん患者就労相

談』を、さいたま市立病院をはじめ市内の地域がん診療連携拠点病院で実施しており、

また、県指定病院との協力体制を検討しているところです。 

 「がん患者等の支援の充実」をさいたま市がん対策推進計画の基本方針の一つに

掲げており、引き続き対策を進めてまいります。 

 ・がん対策推進協議会 ３０４千円 

 ・がん患者就労相談員（社会保険労務士）設置 ２４０千円 

 ・がん対策に関する講演会 ２６９千円 

 ・アピアランス支援に係る研修会 ５０千円 

（回答）庶務課 

 市立病院においては、地域がん診療連携拠点病院として、がん相談支援センターを

設置し、各種情報提供、療養上の相談、就労に関する相談、及び各種医療相談等を

実施するなど、支援に取り組んでまいります。 

26、感染症対策の体制整備 

①新型インフルエンザなど新興再興感染症の流行初期における検査体制や情報の

収集発信体制の整備を図ること。 

（回答）地域医療課、保健科学課 

 検査体制については、新興再興感染症の検査に備え、器材や試薬の購入を行うとと
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もに、人材育成を行い、強化を図ってまいります。 

 情報の収集発信体制については、平時には医療機関と行政とをつなぎ、感染症の

発生動向等の情報を共有、活用するための「感染症対策ネットワーク会議」を運営して

おります。 

 また、重大あるいは新たな感染症が発生し、国内への大きな影響が想定される場合

には、緊急対策会議を開催して迅速な対応を図るとともに、状況に応じた市民向けの

チラシを市報と同時に各世帯に配布し、さらに、市ホームページやツイッターで同内容

を掲載・情報発信するなど、引き続き感染症による健康危機への対応や感染拡大の

予防を図ってまいります。 

 ・感染症予防事業 ４，８６２千円 

 ・保健科学検査事業（新興再興感染症対策事業） ７，６４３千円 

②予防接種における低所得者の負担軽減策を実施すること。 

（回答）疾病予防対策課 

 新型インフルエンザ等が発生し、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊

急事態宣言が発令された場合の臨時接種については、予防接種法に基づき自己負

担は求めないこととしております。 

 一方、緊急事態宣言が発令されない場合の新臨時接種については、実費のみ徴収

することとなりますが、同法には、経済的理由により、その費用を負担することができな

いと認めるときはこの限りでないと規定されております。 

 それ以外の感染症に係る予防接種についても、国の責任において実施すべきと考

えることから、その費用が全額国庫負担となるよう、国に対して要望してまいります。 

27、軽度外傷性脳損傷（MTBI）の普及啓発と高次脳機能障害への支援体制の強化 

①ＭＴＢＩについてのリーフレットを作成し、市民への周知啓発を図ること。 

（回答）健康増進課、障害者更生相談センター 

 ＭＴＢＩについては、関係部局等と調整の上、予防啓発のためのリーフレットを作成

することにより、市民の皆様に周知を図ることを検討してまいります。 

 また、引き続き、障害者更生相談センターが主催する研修会や障害者更生相談セン

ター職員を講師として派遣している研修会等において、ＭＴＢＩの症状や、この疾病に

対する予防の大切さについて周知してまいります。 

②「（仮）高次脳機能障害者支援センター」を設置し、同障害の認知度を高めるともに、

相談・支援体制の機能強化を図ること。 
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（回答）障害者更生相談センター 

 （仮）高次脳機能障害者支援センターを設置し、高次脳機能障害の認知度を高める

ことについては、平成３１年度の大宮区役所庁舎移転時に設置する方向性で検討し

ており、引き続き、人材育成を目的とした研修会の開催や普及啓発のためのパンフレ

ット等の作成・配布に取り組んでまいります。 

 相談・支援体制の機能強化については、専門性の高い相談に対応するため、引き

続き、質の高い研修会に参加していき、スキルアップを図っていくとともに、医療・保

健・福祉・労働・教育の多岐にわたる関係機関とのネットワーク強化を図ってまいります。 

 ・障害者更生相談センター管理運営事業（一部） ８７２千円 

28、不育症患者への支援 

不育症助成制度の周知徹底を図るとともに、不育症相談員と相談窓口を設置する

こと。 

（回答）地域保健支援課 

 平成３０年度から開始した不育症検査助成制度については、市報、ホームページの

他、医療機関にポスターやチラシを配布しております。また、不育症のリーフレットを妊

娠・出産包括支援センターで配布し、周知に努めております。不育症の相談について

は、不妊症と合わせて専門の相談員を配置し、電話相談や面接相談を引き続き実施

してまいります。  

 ・母子保健事業（地域保健支援課）（不妊治療支援事業） ３１９，９６５千円の内数 

29、受動喫煙防止対策の推進 

①禁煙外来治療の受診者に対して、札幌市や千葉市などと同様に助成制度を創設

すること。 

（回答）健康増進課 

 禁煙治療費助成制度については、先進市の動向を注視し研究してまいりたいと考え

ております。 

 今後も、様々な機会を捉えて喫煙による健康被害や禁煙によるメリットを周知すること

で、喫煙している人が禁煙したいと思えるように努めてまいります。 

 また、引き続き「禁煙外来リスト」の配布を通じ、禁煙外来治療を実施している医療機

関の情報を周知することで、禁煙したい人が迷わず禁煙外来の利用ができるように努

めてまいります。 
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②２０２０東京オリンピック・パラリンビック開催地として、路上喫煙禁止区域および環

境美化重点区域の拡充を図ること。 

（回答）資源循環政策課 

 区域の拡充については、大会会場最寄駅周辺区域等を、新たに路上喫煙禁止区域

および環境美化重点区域に指定し、環境美化の推進を図ります。   

 ・環境美化推進事業 １３８，７３５千円の内数 

６、市民生活の利便性とさいたま市の魅力向上 

30、交通弱者の移動支援 

①高齢者や障がい者、妊婦、児童など、利用対象者を限定するなどして、新たな移動

支援策を創設すること。 

（回答）市民生活安全課、福祉総務課、障害支援課、高齢福祉課、いきいき長寿推進

課、地域保健支援課、子育て支援政策課、交通政策課 

 交通弱者の移動支援については、先進事例の調査を実施するとともに、関係部局が

連携を図りながら、具体的な制度設計を進めているところです。 

 平成３１年度は、身体的要因や交通環境要因など様々な要因により、日常生活に必

要な買い物や通院等の移動が困難な高齢者などの外出を支援するための移動支援

に係るモデル事業に着手する予定です。 

 ・生涯現役のまち推進事業（高齢者等の移動支援事業） １，８００千円 

②運転免許自主返納に合わせてタクシーチケット等を交付するなど、支援制度を創

設すること。 

（回答）市民生活安全課、福祉総務課、障害支援課、高齢福祉課、いきいき長寿推進

課、地域保健支援課、子育て支援政策課、交通政策課 

 運転免許自主返納に合わせた支援については、免許返納後に運転経歴証明書を

取得することで、タクシーの割引や協賛店舗等での特典などを受けることができる「シ

ルバー・サポーター」制度を埼玉県警が実施しておりますので、交通安全教室等にお

いて周知してまいります。 

 ・交通安全推進事業 ８４，４６９千円の内数 

31、救急搬送体制の拡充 

救急需要の増大に対応するため救急車両の増車および大規模災害時等における

コールトリアージを構築すること。 
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（回答）消防企画課 

 救急車両の増車については、さいたま市消防力整備計画に基づく、（仮称）見沼区

片柳地区消防署の整備に伴い、救急車１台を増車し、平成３１年度に救急隊を１隊増

隊いたします。 

（回答）救急課 

 大規模災害時等におけるコールトリアージの構築については、国が示すプロトコルを

参考に、平成３０年度中に、本市の実情に適した素案を策定し、訓練、検証を重ね、

平成３１年度中の試行的運用に繋げてまいります。 

32、詐欺被害対策の推進 

①詐欺被害の撲滅に向け、詐欺被害撲滅 POP シールの効果的な利用促進を図ると

共に、防犯用自動通話録音機器の貸出事業を継続実施し、貸出台数の拡充を図るこ

と。 

（回答）市民生活安全課 

 振り込め詐欺被害撲滅 POP シールの利用については、シニアサポートセンター、高

齢者向け消費生活出前講座、高齢者交通安全教室などにおいて、配布等を行うこと

により、振り込め詐欺被害の注意喚起を実施してまいります。 

 また、防犯用自動通話録音機器の貸出事業については、継続実施に向けて取り組

むとともに、貸出台数の拡充については、貸出実績や効果測定アンケートの結果等を

踏まえ、検討してまいります。 

 ・防犯・啓発活動事業 ２１，１２２千円の内数

②ネット被害等の消費者トラブル防止に向け、世代別・属性別の消費者教育を効果

的に実施すること。 

（回答）消費生活総合センター                            

 消費生活セミナーや出前講座、パネル展示、市のホームページ等、あらゆる機会を

通じて、被害事例を市民の皆様に知っていただき、被害に遭わないよう、啓発活動を

行ってまいります。                       

 ・消費者行政推進事業 ６８，８６４千円 

33、空き家対策の推進 

①市民から苦情や相談のあった空き家情報を順次データベース化し、庁内で情報共
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有することで空き家対策を効果的かつ着実に推進すること。 

（回答）環境創造政策課 

 市民から各区に寄せられた空き家相談に関する情報等を一元管理するためにデー

タベース化を図り、随時情報の更新を行っております。今後も、関係部局間で必要な

情報を共有し、空き家対策の推進に活用してまいります。 

 ・空き家等対策事業 ３，３４０千円 

②空き家の解消や利活用などのために都市局等も含めた部局横断的な体制を構築

し、まちづくりと連動した対応を図ること。 

（回答）環境創造政策課、都市計画課 

 空き家の解消や利活用など、空き家対策に係る各関連施策の推進については、必

要な情報を共有するとともに、関係部局間の連携を図り取り組んでまいります。 

 まちづくりと連動した対応については、国等の取組事例等を注視しながら、今後も利

活用方策を研究してまいります。 

 ・空き家等対策事業 ３，３４０千円 

（回答）東部地域・鉄道戦略部 

 岩槻駅周辺の都市機能強化と地域課題解決のため、空き家や空き店舗などを対象

に含めたリノベーションまちづくりの検討に取り組んでまいります。 

・浦和美園・岩槻地域間成長発展事業 ３５，２４９千円 

③上記と関連して、住宅セーフティネットとして空き家の利活用ができるシステムを構

築すること。 

（回答）環境創造政策課 

 空き家利活用の推進については、空き家等対策計画に基づき関係部局間の連携を

図るとともに、空き家所有者等の相談に応じることができるよう、ワンストップ相談窓口

の設置等に取り組んでまいります。 

 ・空き家等対策事業 ３，３４０千円 

（回答）住宅政策課 

 新たな住宅セーフティネット制度の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅

登録制度や家賃債務保証料の補助制度の周知を図り、空き家の利活用の促進に努

めてまいります。 
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 ・住宅政策推進事業（住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業） １，５００千円 

34、ＡＥＤの 24 時間利用拡大 

①ＡＥＤを２４時間使える施設を拡大するため、コンビニ・ガソリンスタンド・タクシー事

業者等と提携し、５分以内に通報現場で使えるようＡＥＤの配置を推進すること。 

（回答）地域医療課 

 ＡＥＤを２４時間使える施設を拡大するため、タクシー事業者と意見交換を行いました。

２４時間、市民等が使用できる公共施設の調査を行うとともに、引き続き、他の自治体

の取組状況を情報収集してまいります。 

②救急通報時に必要があれば、指令室から最寄りのＡＥＤ設置場所をお知らせする

とともに、場合によっては救助現場までＡＥＤを届けてもらうシステムを構築すること。 

（回答）指令課、地域医療課 

 １１９番通報入電時、最寄りのＡＥＤ設置場所をお知らせすることについては、消防局

指令センターで、平成２１年度から通報時の状況に応じて、最寄りのＡＥＤ設置場所を

通報者にお知らせしております。 

 引き続き、他の自治体の取組について情報収集してまいります。 

③ＡＥＤを設置している民間の施設が一目でわかるように、「ＡＥＤ設置」を示したシー

ルの作成・掲示を図るよう検討すること。 

（回答）地域医療課 

 本市では、民間事業者に対し、市民等の目に触れる場所へ、ＡＥＤを設置している

旨の掲示をお願いしています。引き続き、民間事業者等にＡＥＤ設置の表示シールを

配布してまいります。 

35、ごみ削減と食品ロス削減の推進 

①市民への啓発として、講座を設けたり、食品在庫の適切な管理や食材の有効活用

の取り組みを啓発すること。 

（回答）資源循環政策課 

 第４次一般廃棄物処理基本計画において、食品ロス削減を重点施策に位置付けて

います。平成３０年度に作成する食品ロス啓発ツールを利用し、積極的にＰＲに取り組

んでまいります。 
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 ・廃棄物処理対策事業（資源循環政策課）（一部） １，１８０千円 

②家庭にある未利用食品が寄付できるフードドライブの実施促進。 

（回答）資源循環政策課 

 第４次一般廃棄物処理基本計画において、食品ロス削減を重点施策に位置付けて

います。フードドライブの実施については、フードバンク埼玉を通じた福祉施設等への

未利用食品の橋渡し事業として、地域ポイント（たまポン）と連携したフードシェア・マイ

レージ事業を継続するとともに、環境フォーラム等のイベント回収を実施してまいります。 

 ・廃棄物処理対策事業（資源循環政策課）（一部） １，７００千円 

③食べ残しゼロ推進店舗を市のＨＰで紹介するなど、飲食店等における食品ロス削

減への誘導策に取り組むこと。 

（回答）資源循環政策課 

 第４次一般廃棄物処理基本計画において、食品ロス削減を重点施策に位置付けて

います。飲食店等における食品ロス削減につきましても、有効な施策について検討し、

取り組んでまいります。 

 ・廃棄物処理対策事業（資源循環政策課）（一部） ２，０９０千円 

（回答）廃棄物対策課 

 大規模事業者への立入調査、排出事業者向け講習会、さいちゃんの「３Ｒパートナ

ーシップ宣言」事業等を通じて、事業者の食品ロス削減の啓発に取り組んでまいりま

す。 

④学校給食の残さの削減に取り組むこと。 

（回答）資源循環政策課、健康教育課 

 第４次一般廃棄物処理基本計画において、食品ロス削減を重点施策に位置付けて

います。学校給食残さの削減についても、資源の大切さ「もったいない」意識を育む環

境教育・環境学習（ごみスクール）を通じて食品ロス削減に取り組んでまいります。 

（回答）健康教育課  

 学校給食の残さの削減については、児童生徒の食への興味、関心を高めることで、

残さず食べようとする態度を育むよう努めてまいります。 

 具体的には、家庭科や保健体育科等における食育の視点に基づいた授業や、地場
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産物を献立に取り入れた学校給食を実施してまいります。 

 ・健康教育指導事業（一部） １，７０６千円 

⑤生ごみ削減のためにコンポストの普及促進を図ること。 

（回答）廃棄物対策課 

 コンポストの普及促進については、家庭から排出される生ごみの減量化を図るため、

生ごみ処理容器等を購入した市民に対し、購入経費の一部を補助しております。家庭

ごみの出し方マニュアルやさいちゃんの環境通信でのＰＲ、出前講座等を通じて、制

度の周知に努めてまいります。 

 ・生ごみ処理容器等購入費補助事業 ３，９６０千円 

36、「コミュニティ食堂」への運営支援策の拡充 

「コミュニティ食堂」に対して開設補助や運営補助など各種支援策を拡充すること。 

（回答）子育て支援政策課 

 「コミュニティ食堂」に対する支援については、地域社会の中で子どもが様々な世代

との交流を通じて健全に成長できる環境づくりを推進するため、多世代交流会食を実

施する団体等に対し、食材購入費や運営費への補助を引き続き実施してまいります。 

 ・子育て支援推進事業（子どもの居場所づくり事業（多世代交流会食）） ２，８８０千 

 円 

37、ダブルケアの実態調査 

育児と介護の両方を負担しているダブルケアの実態調査を行うこと。 

（回答）いきいき長寿推進課、子育て支援政策課 

 育児と介護の両方を負担しているダブルケアの実態調査については、関係部局と連

携して、引き続き、先行市事例を研究した上で検討を進めてまいります。 

38、区役所窓口における相談体制の機能強化 

①福祉コンシェルジュ制度を導入し、市民からの相談体制の機能を強化すること。 

（回答）福祉総務課 

 国が提唱する「地域共生社会」の実現に向け、地域で支え合う新たな取組や包括的

相談支援体制の整備について、検討してまいります。 
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②外国人に対して、行政サービスの案内などにタブレット等を活用し、区役所窓口の

多言語対応を拡充すること。 

（回答）区政推進部 

 区役所窓口における多言語対応を拡充するためのタブレット等の活用については、

現在、区役所窓口へのタブレット型端末の導入を検討しているところです。その中で、

多言語対応の拡充も含め、関係部局と連携し、導入におけるメリット・デメリットと合わ

せて、市民サービスの向上に向け、調査研究してまいります。 

③死亡時の各種手続きをワンストップで受け付ける「（仮称）おくやみコーナー」を設置

すること。 

（回答）区政推進部 

 「（仮称）おくやみコーナー」の設置については、精神的な面を含めて御遺族の方の

負担軽減となり、さらなる市民サービスの向上にもつながるものと考えていますが、そ

れぞれの手続きの専門性やワンストップにした場合の待ち時間なども考慮しながら、先

進事例を参考に必要性を含め、検討を進めているところです。 

39、滞納対策での法令等に基づいた適切な対応 

①収納対策については、滞納者の返済能力等を考慮して返済額と返済期限の弾力

的な対応を進めること。また、滞納額の高額化を招かない対策を進めること。 

（回答）収納対策課 

 税負担公平の原則から、滞納者に対しては、納税相談において完納に向けた指導

を行うとともに、納付資力があるにもかかわらず納付いただけないときには、滞納処分

を実施しております。 

 なお、一括納付が基本ですが、一括納付が困難との申し出があった場合、納税能力

を調査のうえ、分割による納付や猶予制度の適用など、個々の実情に即した柔軟な対

応を図っております。 

 また、滞納額の累積による高額化を招かないよう、催告等による早期の納税相談の

推進や、滞納整理の早期着手を今後も進めてまいります。 

②滞納者の申請に基づく「換価の猶予」の適切な運用を実施すること。 

（回答）収納対策課 

 納税者の負担軽減と、早期かつ的確な納付確保を図る観点から平成２８年４月１日
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に施行された「申請による換価の猶予」制度については、納税についての誠実な意思

があると認められるなど、法令に定める適用要件に合致する場合には、納税者の個々

の状況を見極め、適切に運用してまいります。 

 また、納税者への制度の周知や職員の対応等の取組をすすめ、厳正かつ的確な滞

納整理の推進に努めてまいります。 

③滞納者の経済状況によっては福祉部門との連携で生活再建に結び付ける対応を

進めること。 

（回答）収納対策課 

 納税者から相談があった場合、収入状況や生活状況を聴取するなどし、個々の実情

に即した柔軟な対応を図っているところです。 

 これにより十分な納税資力がない場合には、猶予制度を適用するほか、滞納処分の

執行停止を行うことを視野に入れ、納税相談を行っております。 

 また、生活再建を支援する観点から、各区役所に設置されました「さいたま市生活自

立・仕事相談センター」等についてもご案内するなど、納税者の状況に即し、適切な

対応に努めてまいります。 

40、さいたま市の文化芸術を世界に発信 

①文化芸術都市創造条例に基づく、障がい者も含めた市民に身近で参加型の「さい

たま国際芸術祭」を開催すること。 

（回答）国際芸術祭開催準備室 

 さいたま国際芸術祭２０２０は、「共につくる、参加する」市民参加型の芸術祭として、

障害のある方々にも気軽に参加いただけるプログラムを用意し、まずは広く市民の皆

様に文化芸術に触れる場、体験する場を充実させたいと考えており、具体的な実施計

画のなかに反映させてまいります。 

 ・国際芸術祭関連経費 ３２５，１９５千円 

②東京オリンピック・パラリンピックの開催に合わせて、さいたま市の文化（盆栽、人

形、漫画、鉄道等）の魅力を世界にアピールできるようなプログラムを策定すること。 

（回答）文化振興課、岩槻人形博物館開設準備室、国際芸術祭開催準備室、大宮盆

栽美術館 

 平成２９年７月に策定した、さいたま市東京２０２０文化オリンピアード・アクション＆レ

ガシープランに基づき、本市の文化芸術資源を活かした文化プログラムの検討を行っ
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てまいります。 

 ・文化芸術都市創造事業 ３８３，１４７千円 

 ・岩槻人形博物館整備事業 ５１２，７６０千円 

 ・大宮盆栽美術館管理運営事業 １３３，６７１千円 

７、若者の生活を応援 

41、婚活支援策の創設 

民間活力等を活用し、婚活の支援策を創設すること。 

（回答）子育て支援政策課、経済政策課 

 市内では、民間企業等による婚活支援事業が行われている現状もあることから、今

後、他市、県の先進事例や指定都市の動向等を注視してまいります。 

 なお、さいたま商工会議所青年部が、将来に向けた地域の活性化、地元事業者の

後継者不足解消、少子化対策等への一助となるべく、市内在住、在勤者を対象とした

婚活事業を実施しております。本市は当該事業に対し補助金を交付するとともに、市

広報誌掲載による周知を行うなどの支援をしてまいります。 

 ・商工会議所補助事業（地域出会い創出（婚活）事業） ２，０００千円 

42、奨学金の返還支援策の創設 

市内企業に就職する若者に対する奨学金の返還支援策を創設すること。 

（回答）労働政策課 

 奨学金の返還支援策については、現在、市内企業、求職者双方にアンケートを実施

するなど、調査・研究を進めております。 

 国においても、「経済財政運営と改革の基本方針 ２０１８（骨太方針）」に、給付型奨

学金を拡充することが盛り込まれたこともあり、引き続き、国の動向も注視しながら、市

内中小企業等の人材確保や若年者等の支援について、多方面から検討を進めてま

いります。 

43、若者の就労支援の強化 

若者の求職者と市内企業へのマッチング支援を強化すること。 

（回答）労働政策課 

 若者の求職者と市内企業とのマッチング支援については、座学研修と市内中小企

業等における就業体験を組合せた支援や、埼玉労働局との一体的実施による若年者

対象就職面接会等を引き続き実施してまいります。 
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 ・雇用対策推進事業 ７６，９９５千円の内数 

８、災害に強い都市づくり 

44、さいたま新都心の広域防災拠点としての整備 

①新都心地区への防災公園の整備、新たな防災機能を付加するための合併記念見

沼自然公園の拡張等、広域防災拠点の機能を補完するオープンスペースの整備を

推進すること。 

（回答）都市公園課 

 さいたま新都心公園については、平成３０年１０月に供用を開始いたしました。 

 合併記念見沼公園の拡張部分については、（仮称）セントラルパークの事業化に向

け、農振除外手続きを進めていくほか、広域防災拠点を補完・支援するために必要と

なる機能を関係部局と協議してまいります。 

 ・（仮称）セントラルパーク整備事業 ６，２４８千円 

②長距離バス・観光バスのターミナルとなる「交通広場」の整備を早期に進めると共

に、大宮駅からさいたま新都心までの区間における都市計画道路の整備に着手する

こと。 

（回答）交通政策課 

 交通広場については、現在、「さいたま新都心将来ビジョン」に基づき、さいたま新都

心地区における長距離バスターミナルの暫定整備に向けた詳細設計を進めるとともに、

大型バス駐車場の暫定整備を先行して実施しており、平成３１年度は長距離バスター

ミナル施設の暫定整備を実施し、推進してまいります。 

 ・バス対策事業（長距離バスターミナル整備推進事業） ４５１，６０６千円 

（回答）道路計画課 

 現在、次期計画である「さいたま市道路整備計画（第３期）」を策定しているところで

す。 

 都市計画道路については、この整備計画に基づき計画的な整備を行ってまいります。 

45、防災都市づくりの推進 

①密集市街地における住宅の不燃化支援を推進すること。 

（回答）都市総務課 

 密集市街地の改善については、「防災都市づくり計画」において把握した、延焼リス
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クや避難困難リスクに対応するため、防火・準防火地域の指定区域を平成２９年５月３

１日に拡大いたしました。また、災害リスクについては継続的に周知するとともに、リスク

が高い地区では、まち歩き等の実施によりまちづくりに向けた機運の醸成を図り、具体

的施策の導入を、地域特性に考慮しつつ進めます。住宅の不燃化支援については、

東京都等の他都市で実施されている不燃化対策事例等を参考に検討を進めます。 

 ・都市環境改善推進事業（防災都市づくり計画推進事業） １０，１３１千円の内数 

②密集市街地において、空き家の除却などによる防災広場の創出を誘導するための

支援策を検討すること。 

（回答）都市総務課 

 密集市街地における防災広場の創出を誘導するための支援策については、他都市

の事例を参考に、地区住民のニーズや地域特性を踏まえつつ、効果やコスト等を検

証し、庁内関連部署と調整を図りながら検討を進めます。 

③公共施設におけるブロック塀などの危険個所について、総点検をおこなうとともに

対策を実施すること。 

（回答）資産経営課 

 公共施設におけるブロック塀などの総点検については、平成３０年度に実施し、各施

設所管課において必要な措置を実施いたしました。また、平成３０年度中に実施が難

しい施設については、平成３１年度に実施してまいります。 

 ・大宮盆栽美術館管理運営事業 １３３，６７１千円 

 ・公民館安心安全整備事業 ５６１，８４１千円 

 ・文化財保護事業 ２２７，６１７千円 

④民間の危険ブロックに対する改修費用の助成制度を創設すること。 

（回答）建築総務課 

 地震発生時における人的被害の防止と避難経路を確保するため、個人等が所有す

る危険なブロック塀等の改善を目的に、その促進に資する除却工事等の費用の一部

を助成する制度を、平成３１年度から実施します。 

 ・既存ブロック塀等改善事業 ３０，０００千円 

⑤既存の街区公園の防災機能の強化を図ること。 
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（回答）都市公園課 

 既存の街区公園の改修や公園施設の設置を行う場合には、地元要望を踏まえ、防

災機能を付加した施設を設置（かまどベンチやソーラー照明灯等）するなど、防災機

能を強化してまいります。 

 ・都市公園等整備事業（公園リフレッシュ事業） ６２９，０９３千円の内数 

46、避難所と避難計画の充実 

①地域の事業所・私立学校・農家等との災害時避難協定の締結を進め、二次避難所

や帰宅困難者を受け入れる施設の拡充に努めること。 

（回答）防災課 

 災害時避難協定については、引き続き、地域の事業所等と協定を締結することで、

二次避難所や帰宅困難者を受け入れる一時滞在施設等の拡充に努めてまいります。 

 また、市街地における避難場所確保のため、防災協力農地について検討してまいり

ます。 

 なお、帰宅困難者の発生そのものを抑制するため、市内事業所に従業員等を滞在

させる「一斉帰宅抑制」の啓発を進めており、引き続き推進してまいります。 

 ・防災対策事業（帰宅困難者対策事業） ８２７千円 

②ペット同行避難者への対応として、ペット同行避難と同伴避難の違いを周知するこ

と。さらに、ペット同伴可能な 2次避難施設の設置を検討すること。 

（回答）防災課 

 ペット同伴可能な二次避難施設の設置について、避難所は長期的なペットの飼養に

は適していないことから、避難生活の長期化に備えあらかじめペットに適した預け先を

確保しておくなど、防災訓練の機会なども活用して、関係部局と連携し啓発に引き続

き取り組んでまいります。 

（回答）生活衛生課、動物愛護ふれあいセンター 

 ペット同行避難と同伴避難の違いについて、同伴避難の定義が環境省のガイドライ

ンの今回の改定により定義されたことから、本市のマニュアル等の内容の見直しなどを

行い、防災課と連携し、広く周知を図ってまいります。 

③災害要援護者の２次避難施設として福祉施設の運営のための人材確保策を講じ

ること。 
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（回答）福祉総務課 

 本市は、災害時に福祉専門職等の派遣を行う、埼玉県災害福祉支援ネットワークの

構成団体の一員となっております。今後も埼玉県や各団体と連携し、福祉人材の確保

を図ってまいります。 

④河川氾濫時の適切な避難指示のあり方および広域避難計画を策定し、広く周知す

ること。 

（回答）防災課 

  河川氾濫時の適切な避難指示のあり方および広域避難計画の策定については、

隣接区への避難も視野に入れた広域避難計画を平成２９年度に西区にて策定し、自

治会への説明会の開催や、広域避難先の避難所を自治会掲示板へ掲示するなどの

周知を行いました。 

 平成３０年度は桜区・南区で計画の策定に取り組んでおり、周知に努めてまいります。 

⑤水位情報システムの観測地点追加や機能改良を図り、市民への情報発信、関連

所管等との速やかな対応を講じられる体制を構築すること。 

（回答）河川課、危機管理課 

 水位情報システムについては、観測地点追加や機能改良を図るとともに、市民及び

関係部局に速やかに情報提供できるように努めるとともに、市民向けシステムの周知

に取組んでまいります。 

 なお、災害時における情報収集や対応の充実を図るため、危機管理センター内で

水位情報システムを活用しております。 

 ・河川改修事業（一部） ７，６４０千円 

47、総合的な浸水対策の推進  

①浸水被害の大きい地域における被害軽減に向け、河川改修・下水道雨水管・貯留

施設整備・調整池の設置等、県や近隣自治体と連携して着実に進めること。 

（回答）河川課、下水道計画課 

 浸水被害の軽減については、浸水被害の状況を踏まえ、引き続き、県や近隣自治

体と連携し、事業間の調整を図りながら、河川及び下水道の整備を進めてまいります。 

 また、放流先となる一級河川の改修促進については、引き続き管理者である県に強

く要望してまいります。 

 ・河川改修事業 ２，１７８，０６３千円 
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 ・河川維持管理事業 ７３２，１２２千円 

 ・下水道浸水対策事業 ３，１９０，１７１千円 

②低地への雨水流入を抑制するため、貯留施設整備の推進等を含め、総合的な雨

水流出抑制策を推進すること。 

（回答）環境対策課 

 雨水流出抑制策については、さいたま市水環境プランに基づき、小学校への雨水

貯留タンクの設置を進め、平成２９年度に市内小学校全校への設置が完了いたしまし

た。今後は、雨水有効利用の促進を図るため、一般家庭及び事業所に対する雨水貯

留タンク設置補助を引き続き実施し、雨水貯留タンクの設置を促進してまいります。 

 ・環境保全政策推進事業（雨水貯留タンク設置補助金） ２，１００千円 

（回答）河川課 

 雨水流出抑制対策については、引き続き、学校や公園等の施設管理者と連携を図

りながら、総合的な治水対策として、流域貯留浸透事業を進めてまいります。 

 ・河川改修事業（流域貯留浸透事業） １１２，１５０千円 

③浸水マップに対応する慢性的な浸水箇所の被害軽減を図ること。 

（回答）下水道計画課、防災課 

 浸水被害の軽減については、引き続き、河川や道路等と連携を図りながら、浸水状

況を踏まえた上で、地域特性に応じた対策を進めてまいります。 

 また、必要に応じて避難所を開設し、地域住民を受け入れるよう努めてまいります。 

 ・下水道浸水対策事業 ３，１９０，１７１千円 

④慢性的な浸水地域において、止水板・止水シート設置の助成制度を創設すること。

また、住民の要望がある場合には「土のうステーション」を設置すること。 

（回答）防災課、河川課 

 慢性的な浸水箇所のある地域の自主防災組織については、自主防災組織育成補

助金を活用して土のう等を購入し、防災倉庫等で備蓄していただくことで、地域におけ

る「共助」の取組を推進してまいります。 

 ・自主防災組織育成事業（自主防災組織育成） １３３，０６８千円 

48、 女性視点の防災対策の推進 
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①女性の視点を盛り込んだガイドブックを作成・配布すること。 

（回答）防災課 

 他自治体等で作成している女性の視点を取り入れた防災ガイドブック等を参考とし、

市民の方々にとって、読みやすく、分かりやすいガイドブックとなるよう努めてまいりま

す。 

 ・防災対策事業（防災ガイドブック作成事業） １０，４７８千円 

②災害時に水や熱源が不要な液体ミルクが被災者に提供できる体制整備を行うこと。 

（回答）防災課 

 乳児用液体ミルクについては、国の省令が平成３０年８月８日に改正され、国内製造、

販売が解禁されましたが、製品が流通するまでには時間がかかるため、備蓄品として

の導入は、今後、国内で製造される製品の賞味期限の長さや流通の動向などを注視

し、検討してまいります。 

③避難所運営や各種防災会議への女性参画を推進し、女性の視点を取り込んだ避

難所づくりを推進すること。 

（回答）防災課 

 防災会議への女性参画については、委員登用等の依頼をする際に、女性の登用に

ついて配慮されるようお願いしています。 

 女性の視点を取り込んだ避難所づくりについては、男女のニーズの違いや、女性の

意見を取り入れる内容を避難所運営マニュアルに記載することで、女性の視点に配慮

した避難所運営となるよう努めています。 

９、都市を支える産業の振興 

49、観光の振興 

①駅や観光施設を中心に多言語化表記を推進すること。 

（回答）観光国際課 

駅の多言語表記については、引き続き埼玉県を通じて、鉄道各社に対し、外国人観

光客のスムーズな移動を確保できるよう駅構内及び車内の案内板、アナウンス等の多

言語対応の更なる拡充を要望してまいります。 

また、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会といった世界的なイベントの

開催を見据え、イベント会場及び最寄駅を含む、多言語対応重点エリアにおける案内
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サイン等の多言語化を、庁内関係部局と協力しながら推進するとともに、多言語化な

どの外国人観光客受入環境整備を行う事業者に支援を行うことで多言語化表記を推

進してまいります。 

 ・観光推進対策事業（外国人観光客受入環境整備及び誘致促進事業補助金） １，

８００千円 

②外国人観光客のための食事や生活など文化の違いに配慮した環境の整備を図る

こと。 

（回答）観光国際課 

外国人観光客のための食事や生活など文化の違いに配慮した環境の整備について

は、飲食メニューや施設利用案内の多言語化など外国人旅行客の受入環境整備を

行う事業者に対する支援を引き続き行うことにより、本市を訪れる外国人観光客の

方々が過ごしやすい環境整備の促進に努めてまいります。 

 ・観光推進対策事業（外国人観光客受入環境整備及び誘致促進事業補助金） １，

８００千円 

③観光スポットや主要駅にフリーWi-Fi やシティチャージャーの導入を図ること。 

（回答）観光国際課、環境未来都市推進課 

観光スポットへのフリーＷｉ－Ｆｉ導入については、外国人旅行客の受入環境整備を

行う事業者に対する支援を行い、本市を訪れる外国人観光客の方々が過ごしやすい

環境整備の促進に努めてまいります。 

また、埼玉県を通じて、引き続き鉄道各社に対し、大宮駅・さいたま新都心駅・浦和

駅等の主要駅や、今後本市で開催されるイベントの際、外国人を含む観光客の集客

が見込まれる駅について無料Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備を要望してまいります。 

併せて、美園地区においては、「公民＋学」連携により進めているまちづくりの一環と

して、引き続き無料Ｗｉ－Ｆｉの提供を行ってまいります。また、提供場所の拡大につい

て、民間事業者等と協議を進めてまいります。 

 ・観光推進対策事業（外国人観光客受入環境整備及び誘致促進事業補助金） １，

８００千円 

④さいたま市内の各種イベントと連動した市内宿泊・食事・観光等のパッケージ商品

の開発を検討すること。 

（回答）観光国際課 
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 さいたま市内の各種イベント等と連動した宿泊などを伴うパッケージ商品の開発につ

いては、インバウンド誘客のためのツアー造成の取組みを継続するとともに、東日本連

携の枠組みの活用や宿泊事業者なども含めた意見交換を行うなどして、効果的なツ

アーづくりに取り組んでまいります。 

 ・観光推進対策事業（東日本連携広域周遊ルート事業） ２４，６０３千円 

 ・観光推進対策事業（インバウンド促進事業）２２，８６０千円 

⑤シティホテルやコンベンション施設の誘致を推進すること。 

（回答）観光国際課 

 シティホテルやコンベンション施設の誘致の推進については、ＭＩＣＥ開催件数の増

加による地域経済の活性化や都市プレゼンスの向上を目的として平成２９年度策定し

た「さいたま市ＭＩＣＥ誘致戦略」に基づき、民間事業者へのヒアリング等を実施し需要

動向を確認しながら、引き続き誘致に取り組んでまいります。 

 ・観光推進対策事業（ＭＩＣＥ推進事業） １７，９９７千円 

50、都市農業の振興 

①法改正を受けて農地バンクのさらなる活用を図り、市民農園などの農業体験施設

の整備をさらに進めること。 

（回答）農業政策課 

 農業体験施設の整備については、市民の農業体験へのニーズに対する交流の場

及び農業振興や農情報発信拠点として農業交流施設の整備を行ってまいります。ま

た、引き続き、市民農園の整備推進を図ってまいります。 

・滞在型市民農園と農業交流施設の整備事業 １４，１３８千円 

・農業経営安定・生産向上事業（一部） ２００千円 

②ＩＣＴを活用した農業ビジネスモデルの普及に努めること。 

（回答）農業政策課、見沼グリーンセンター 

 ＩＣＴを活用した農業ビジネスモデルの普及については、ＩＣＴ設備を整備した見沼グ

リーンセンター展示温室で、ＩＣＴ等を活用した先進的な農業技術を活用した経営モデ

ルの確立にむけ試験栽培を行っております。 

 引き続き、同施設を活用し、ICT 等を活用した先進的な農業技術及び経営モデルの

確立と普及を図ってまいります。 

 ・都市農業担い手育成事業（一部） ２，０００千円 
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 ・新農業ビジネス振興事業 ５，０６６千円 

51、市内企業の育成と入札制度の改善 

①最低制限価格および調査基準価格の適用範囲の上限を引き上げ、予定価格の 10

分の７～10 分の 9.5 へ変更すること。 

（回答）契約課 

 建設工事における最低制限価格および調査基準価格について平成２９年１０月に改

正を行い、算定式について、最新の中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル

（公契連モデル）に合わせて引き上げを行いました。なお、緊急経済対策の一環として

一時的に撤廃していた適用範囲の上限は、昨今経済状況が好転してきていることを

鑑み、再度公契連モデルに合わせ９０％に設定いたしました。 

 今後も、本市の入札結果や、国・県・他指定都市の動向などを注視し、対応を検討し

てまいります。 

②工事契約において総合評価方式を拡充し、地域貢献や環境配慮、本市の優秀業

者表彰受賞企業を対象としたインセンティブ入札を導入するなど、地元企業の育成を

図ること。 

（回答）契約課 

 建設工事の総合評価については、担い手確保の観点から、受発注者双方の事務負

担に配慮した特別簡易型を導入いたしました。 

 工事契約の発注については、業者の技術向上意欲増進のため、上位等級の工事に

優秀業者表彰受賞企業や工事成績が優秀であった業者を対象とした案件の発注を

行っております。 

③建設工事入札における予定価格の事後公表率の拡大を更に推進すること。 

（回答）契約課 

 建設工事の予定価格については、原則事前公表としておりますが、更なる適正価格

での入札の促進や落札を目的としたダンピング受注の未然防止を目的に、一部を事

後公表としております。 

 平成３０年４月からは、舗装工事については全件、舗装工事を除く業種については、

それぞれ２分の１程度を抽出し、事後公表とし、適用範囲の拡大を図りました。 

 今後も、公正性、透明性、競争性をより高め、一層の公共工事の品質確保を図れる

よう、事後公表のメリット・デメリットを十分に検討した上で、適切な対応に努めてまいり
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ます。 

④ＷＴＯやＰＦＩなど大型工事発注においても、市内企業が参入しやすい仕組みを構

築すること。 

（回答）契約課 

 ＷＴＯ対象事業については、所在地区分を設けることのできない工事ではありますが、

下請人等を選定する際には、可能な限り市内に本店を有する者の中から選定するよう、

引き続き、受注者に対し周知してまいります。 

（回答）行財政改革推進部 

 ＰＦＩ事業については、「さいたま市ＰＦＩ等活用指針」に基づき、事業者選定で「地域

経済への配慮」の提案を求めることや、PFI 事業に関する情報提供を行ってまいります。 

⑤債務負担行為を実施し、特に年度はじめの工事の平準化を図ること。 

（回答）契約課 

 従前から債務負担行為を活用している道路修繕工事や排水路補修工事に加え、河

川改修、橋りょう修繕などの工事についても、年度当初に発注される工事については、

債務負担行為を活用し、施工時期の平準化に引き続き努めてまいります。 

⑥受注機会の拡大を図るため、建設工事と外構工事を分離する等、分離発注の検討

を進める事。 

（回答）契約課 

 本市発注の建設工事においては、これまでも市内企業育成の観点から、入札参加

機会の均衡・拡大につながるよう適正な分離・分割発注に努めてきました。 

 今後におきましても、市内企業の育成はもとより、品質の確保、経済性合理性や公正

性等について、総合的に勘案しながら、より一層の適切な建設工事の発注に努めてま

いります。 

⑦委託している収集運搬業務のうち、安全性を確保するため資源 2 種の収集運搬業

務の仕様を、他の収集運搬業務と同様に 2人乗車を標準として予算を確保すること。 

（回答）廃棄物対策課 

 資源物２類の収集運搬業務については、一度に数種類の資源物を収集することもあ
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り、平ボディ車での収集を基本としており、パッカー車と比較した場合、視認性も高い

ことから、人数の規定を設けておらず、１名で収集することもできる仕様になっておりま

す。 

 また、収集作業の安全性の確保については、各社とも、車両の安全設備としてバック

カメラや警告ブザー設置等の様々な工夫により、安全な収集作業の実施に努めてい

るところです。 

 パッカー車を使用する場合にあっては、安全性の観点から２名乗車の義務付けを検

討してまいります。 

 ・資源分別収集運搬処理事業（一部） １，６９３，０３３千円 

52、企業誘致の推進 

①企業誘致推進のための新たな産業集積拠点の早期整備。 

（回答）産業展開推進課 

 平成２９年度に抽出した５候補地区を対象に、立地特性、土地利用状況、災害リスク、

交通量などの調査を実施するとともに、企業進出ニーズを把握しながら、産業集積拠

点の実現可能性や整備手法などを検討しており、民間事業者等の意見を十分に伺い

ながら、民間活力を最大限に活用し、柔軟かつスピード感のある事業展開を進めてま

いります。 

 ・企業誘致等推進事業 ２２１，５４６千円 

②本市への企業誘致に対するインセンティブを強化すること。 

（回答）産業展開推進課、都市計画課、環境対策課 

 企業誘致に対するインセンティブの強化については、平成２９年度に企業誘致基本

方針の改定と併せて、補助制度の充実を図ったところです。これに沿って引き続き、積

極的な企業訪問を行い、様々な機会を通じて本市の優れたビジネス環境をＰＲするほ

か、企業ニーズを的確に捉えながら誘致重点エリアを中心に計画的な操業適地への

誘導を図る等、戦略的な企業誘致を推進してまいります。 

 オフィスの業務床整備の促進については、関係部局と連携して取り組み、容積率緩

和制度の導入等の可能性を検討してまいります。 

 ・企業誘致等推進事業 ２２１，５４６千円 

 ・都市計画推進事業（地域地区・地区計画の策定、調査等業務） １０，２５８千円の

内数 

53、商店街の活性化 
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①２０２０東京オリンピック・パラリンピックの機運醸成のため、街路灯フラッグの作成

費用の助成や、大会開催に関連した商店街活性化事業の助成制度を創設すること。 

（回答）オリンピック・パラリンピック部、商業振興課 

商店街等の街路灯を利用した大会フラッグ設置について、既に関係機関であるさい

たま商工会議所やさいたま市商店会連合会と意見交換を行っており、平成３１年度に、

市内商店街の街路灯を中心に約５，０００か所で大会フラッグを掲出します。 

また、大会開催に関連した商店街活性化事業の助成については、商店会組織の意

向を踏まえて検討いたします。 

・商店街振興事業（東京２０２０大会フラッグ掲出事業） ２１，１４７千円 

②商店会が設置した街路灯の電気料金補助金および防犯カメラ設置に係る費用の

補助金について、補助率を現行の２分の１から４分の３へ引き上げること。 

（回答）商業振興課 

 商店会が設置した街路灯の電気料や防犯カメラ設置費用に対する補助については、

他指定都市の状況も踏まえ検討してまいります。 

 ・商店街振興事業（一部） ２８，０５６千円 

10、住み続けたい魅力あふれる都市 

54、「東日本の対流拠点としての大宮」のまちづくりの推進 

①大宮駅グランドセントラルステーション化構想の早期実現に取り組むこと。 

（回答）東日本交流拠点整備課 

昨年度は、平成２８年度に設置した大宮グランドセントラルステーション推進会議の下

に部会を設置し、東日本の中枢都市を目指す本市にふさわしいまちづくりの実現に向

け、東口駅前広場を中心とした交通基盤整備、駅前広場に隣接する街区のまちづくり、

鉄道相互間の乗換改善等を含めた駅機能の高度化等の実現の協議・検討を進め、

平成３０年７月に大宮駅グランドセントラルステーション化構想を策定しました。 

構想策定後は、交通広場や交流広場等の概ねの位置・規模等を含めた構想実現案

や個別整備計画の検討を進めており、平成３１年度末には、これらを（仮称）ＧＣＳプラ

ン案として取りまとめられるよう、積極的に取り組んでまいります。 

 ・大宮駅周辺地域戦略ビジョン推進事業（東日本交流拠点整備課） １３７，１５２千

円 

②東北、信越、北陸、北海道と連携する東日本の中核都市としての優位性を生かし
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た企業誘致を進めること。 

（回答）産業展開推進課  

東日本の中核都市としての強みを生かすべく東日本各都市の企業や関連機関を通

じた情報収集に努め、より効果的な誘致方策を検討の上、積極的に企業誘致活動を

推進してまいります。 

 ・企業誘致等推進事業 ２２１，５４６千円 

（回答）東日本交流拠点整備課 

大宮駅グランドセントラルステーション化構想では「北海道、東北、上信越、北陸をは

じめとした各都市・各地域との交流・連携を強化し、ビジネスの新拠点の形成」に取組

むこととしており、現在検討を進めている「まちづくりガイドライン」において、機能集積

が図れるよう、課題の整理等を行うとともに、引き続き検討を進めてまいります。 

 ・大宮駅周辺地域戦略ビジョン推進事業（東日本交流拠点整備課） １３７，１５２千

円 

③連鎖型まちづくりを進めるにあたって、跡地の利活用を含め、にぎわい創出機能を

検討すること。 

（回答）大宮駅東口まちづくり事務所 

 大宮駅東口周辺地区の公共施設再編については、策定した全体方針に沿って、各

エリアごとに立ち上げたプロジェクトチームで、大宮駅東口周辺地区に求められる機能、

公共施設や施設の跡地の利活用等について、検討をしてまいります。 

 ・大宮駅周辺地域戦略ビジョン推進事業（大宮駅東口公共施設再編推進事業） １７，

９４１千円 

④都市再生緊急整備地域の指定を生かして、大宮・新都心エリアの再整備を早期に

推進すること。 

（回答）都心整備課 

 都市再生緊急整備地域において、高次の都市機能の集積や災害に強い強靭な都

市基盤の形成が、民間のノウハウや活力により、スピード感をもって行われるよう、引き

続き、制度の周知等を行うとともに、民間事業者から地域整備方針に即した良好な提

案がなされた際は、必要な支援を行ってまいります。 

55、快適な都市空間整備の推進 
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①「暮らしの道路整備事業」や「スマイルロード整備事業」について建設費の契約差

額等を活用し、一層の進捗を図ること。 

（回答）道路環境課 

 暮らしの道路、スマイルロード整備事業については、申請受理から２年以内に整備

するよう努めており、引き続き整備を進めてまいります。 

 ・道路維持事業（一部） ２，７１７，８００千円 

 ・道路整備事業（一部） １，０４８，３６４千円 

②区画整理の早期推進を図るために予算の重点配分をおこなうこと。 

（回答）市街地整備課、区画整理支援課 

 土地区画整理事業については、早期完了に向け、事業計画及び資金計画の見直し

を行うとともに、引き続き権利者との合意形成及び財源の確保に努めてまいります。 

 ・市内土地区画整理事業に要する経費 １６，４２１，４１９千円 

③駅利用者の安全性の向上のために、ホームドアの設置を鉄道事業者に働きかける

こと。 

（回答）交通政策課 

 ホームドアの設置については、埼玉県鉄道整備要望や本市が加盟する関連協議会

等を通じて、鉄道事業者へ要望してまいります。 

 また、ホームドアの設置を促進するため、補助要綱に基づき、鉄道事業者からの申

請に対し、事業費の一部を補助してまいります。 

56、バリアフリー化の推進 

①公共施設マネジメント計画、学校リフレッシュ計画と連動させた公共施設のバリアフ

リー化を推進すること。 

（回答）福祉総務課 

 公共施設のバリアフリー化については、公共施設マネジメント計画に基づいて実施さ

れる中規模修繕あるいは大規模改修等に併せて、順次計画的に進めてまいります。 

②市内全域のＷｅｂ版バリアフリーマップを作成すること。 

（回答）交通政策課、福祉総務課 
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 Ｗｅｂ版バリアフリーマップについては、他市の状況を把握し、導入について研究し

てまいります。 

③段差の解消や階段昇降機、みんなのトイレの設置など障がい者に配慮し、バリアフ

リー化の推進に努めること。 

（回答）交通政策課 

 エレベーター設置については、未設置駅である埼玉新都市交通吉野原駅について、

課題を整理し対応策について検討してまいります。 

 また、トイレ設置について、未設置駅のうち、埼玉新都市交通加茂宮駅及び東宮原

駅については、鉄道事業者と設置に関する覚書及び協定書を締結し、鉄道事業者が

実施する加茂宮駅のトイレ設置工事及び東宮原駅のトイレ設置実施設計に係る費用

を負担してまいります。 

 引き続き、市内全３３駅の鉄道事業者と連携し、バリアフリー化を推進してまいります。 

 ・交通バリアフリー推進事業 ７４，１１４千円 

57、交通網の整備推進 

①首都高速大宮線の延伸区間の早期整備および首都高速新都心線の延伸。 

（回答）道路計画課 

 首都高速大宮線の延伸については、国により新大宮上尾道路として事業化され、さ

らに首都高速道路株式会社が有料道路事業の事業者に決定し、合併施行で事業を

進めているところです。 

 国等に対しましては、事業化区間の早期完成及び未事業化区間について早期事業

化を行うよう、積極的に要望してまいります。 

 また、首都高速新都心線の延伸については、延伸ルートの選定や都市計画への位

置付け、環境問題等多くの課題がありますが、これらの課題に留意しつつ引き続き国

に対して要望してまいります。 

 ・国直轄道路事業負担金 ４００，０００千円の内数 

 ・首都高速道路整備出資金 ２１，０００千円 

②地下鉄７号線延伸の早期事業着手に向け、関係機関との調整を図る等、環境整備

を着実に推進すること。 

（回答）東部地域・鉄道戦略部 

 地下鉄７号線の延伸については、平成２８年４月に交通政策審議会より「東京圏の都
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市鉄道が目指すべき姿」を実現する上で意義のあるプロジェクトとして位置付けられま

した。 

 平成３０年度は、関係機関と実務レベルで、平成２９年度の地下鉄７号線（埼玉高速

鉄道線） 延伸協議会で示された課題解決に向けた協議を行っているところです。 

 平成３１年度は、引き続き埼玉県と共同で延伸に向けた調査・検討に取り組んでまい

ります。 

 また、浦和美園～岩槻地域の成長・発展を促進させるため、平成３０年１０月に改定

した「浦和美園～岩槻地域成長・発展プラン」に位置付けられた、各種方策を強力に

推進してまいります。 

 これにより、定住・交流人口を増加させ、早期の事業着手（都市鉄道等利便増進法

に基づく鉄道事業者による事業申請）を目指してまいります。 

 ・浦和美園・岩槻地域間成長発展事業 ３５，２４９千円 

 ・地下鉄７号線延伸促進事業 １８，０８０千円 

③ＬＲＴ等中量軌道システムにより東西交通の整備推進。 

（回答）交通政策課 

 東西交通大宮ルートについては、平成２８年 4月に国の交通政策審議会答申で示さ

れた課題である「収支採算性（需要創出、沿線開発）」及び「ルート検討（導入空間の

確保）」の解決に向けた検討を、引き続き進めてまいります。 

 ・交通政策事業（地域公共交通施策検討調査） ７，８６４千円 

④新大宮バイパスの主要交差点のアンダーパス化を推進。 

（回答）道路計画課 

 新大宮バイパスの主要交差点のアンダーパス化は、現在、市が整備している交差道

路の進捗にあわせ整備を進めていただけるよう、国に要望してまいります。 


